
調査対象地域の現況 
キングトム発電所 

  
ディーゼル発電機据付予定地 

 本計画で供与が予定されるディーゼル発電機の据付予定

地。ピーク負荷用ディーゼル発電機が設置されていた場所

であり、基礎が残されているために、先方負担工事により撤

去、整地される予定である。 

前回協力で供与したディーゼル発電設備 

前回協力で供与したディーゼル発電機（５ MW×１台）の
建屋の外観。同発電設備はフリータウン電力系統のベース

負荷を担う主力発電機として運用されていたが、クランクシャ

フトの故障により運転を停止している。 

  
既設ディーゼル発電機（ベース負荷用） 

キングトム発電所の既設発電設備は、老朽化と維持管理

の問題から、発電可能能力が低下している。しかし、前回協

力の発電設備の停止に伴い一部が運転されているが、維持

管理の問題から連続運転が困難な状況である。 

既設ディーゼル発電設備（ピーク負荷用） 

主に夕方から夜間のピーク負荷を担うディーゼル発電機

（１MW）であり、ディーゼル油を燃料とするため、重油を使
用するベース負荷用発電機と比較して、発電原価が高く高

速回転機であるため、長時間連続運転が出来ないが、既設

発電設備の運転停止により運転頻度が高い状況である。 

   
既設 11 kV 配電盤 

本計画の 11kV配電盤は、既設電気室内 11 kV 配電盤
の両側に増設用のスペースも十分にあるために３面を

追加で列盤とする。 

油水分離槽 

既設の油水分離槽は、運用上の問題で、油分の流出が

見受けられる。本計画では、別途油水分離施設と廃油処分

用の焼却設備を設置する計画であるが、OJTを実施すること
で、既設油水分離槽の運用改善を図る予定である。 



ウイルバーフォース～リージェント変電所間（33 kV 系統） 

既設変電所の様子① ［ウイルバーフォース変電所（左）及び 33 / 11 kV 変圧器（右）］ 

本計画対象地域であるリージェント地域への電力は、ウイルバーフォース変電所の系統から供給される計画となる。世銀

による３３ kV配電網整備計画が進行中であるが、事業費の高騰により工事が中断され、現在33 kV系統は運用できない状
態である。2008年には工事が完了予定である。 

既設変電所の様子② 既設 11 ｋV 配電盤の様子 

95～97 年に実施されたＥＣの援助で改修された 11 kV
配電盤であり、一部が運用されている。本計画では、コンゴ

クロス変電所より、11 kV 配電線１回線がこの配電盤に接続
する計画である 

33 kV配電線ルート(リージェント通り)の様子 

既設変電所よりリージェント変電所までは、約 4.5ｋｍの距
離である。変電所建設予定地までの道路は全て舗装されて

おり、資機材の輸送に当り特段の問題は無い。道路脇には

樹木が多くあるので、既設１１kV配電線と同様に 3.5 kmは
埋設とし、樹木による影響の少ない残り区間については架

空線とする計画である。写真は埋設工事対象区間。 

リージェント変電所建設予定地域周辺 

本計画で建設が予定されているリージェント変電所の周

辺は、大使館、多くの高級住宅の建設が行われている新興

開発地域であり、電力需要の増加が予想される。 

リージェント変電所建設予定地 

本計画で建設されるリージェント変電所の建設予定地。

地域内の中心地に位置しており、料金徴収などのサービス

センターとしての役割を担う予定である。この変電所から先

の 11 kV配電線は資材供給のみとし、施工は先方負担工事
とする。 

リージェント変電所 
建設予定地 



キングトム発電所～コンゴクロス～ウイルバーフォース変電所間（11 kV 系統） 

埋設配電ルート 

世銀の援助から総ての 11 kV配電線の整備が外れること
となり、緊急性の高い配電線網の改修について、「シ」国側

から強い協力の要請があった為、キングトム発電所から、コ

ンゴクロス変電所、ウイルバーフォース変電所までの 11 kV
配電線路を本計画に含むこととなった。キングトム発電所か

らフリータウン変電所付近までは、埋設配電線とする計画で

ある。 

コンゴクロス変電所の様子 

本計画では、本変電所にキングトム発電所からの 11 kV
配電線（埋設、架空）とウイルバーフォース変電所への 11 
kV架空配電線を接続する計画としている。 

          
配電ルート 

コンゴクロス変電所からウイルバーフォース変電所までの

配電ルートは、架空配電線として既設低圧線と同ルートの

計画とする。 

既設鋼管柱の設置状況 

「シ」国の配電網では、強度があり信頼性の高い鋼管柱が

多く採用されている。電柱を補強するためのワイヤーを設置

する場所が無いことや,塩害の影響による腐食を防止するた
めに基礎はコンクリートで補強されている。 

  
既設 2次変電所のリングメインユニット 

既設 2次変電所に設置されているリングメインユニットは、

老朽化し、油漏れなど、維持管理不足により、機能、安全面

で問題が多く見受けられる。 

既設 2次変電所の様子 

市内中心地に位置する既設 2 次変電所の様子。施設の

管理などの問題もあり、施設内にゴミが捨てられている状況

である。（現在そばに警察署が建設中である） 



ファルコンブリッジ～ブラックホールロード変電所間（11 kV 系統） 

ファルコンブリッジ変電所の様子 

同変電所は以前、発電所として稼動していたが、現在は変電所機能のみである。フリータウン市内東部地域への電力供

給の基幹変電所であるが、配電線の老朽化に伴う故障により、配電線系統を限定して運用している。本計画では、同変電

所からブラックホールロード変電所間に 11 kV配電線を資機材供与のみ行い、施工は先方負担工事で、1回線布設される
予定である。 
本敷地内にＮＰＡの配電部門の執務室があり、料金徴収などのサービスセンターの役割を担っている。 

既設 11 kV配電線(埋設)ルートの様子① 

既設 11 kV 配電線２回線が埋設されているが、１系統の
みが運用されている。ルート上は、多くの人々が行き交う場

所で一部スラム化した地域もあり、工事実施にあたり困難が

予想される。 

既設 11 kV配電線(埋設)ルートの様子② 

配電ルート上は、フリータウン東方面へ移動する主要

道路であり、慢性的に混雑している状態である。 

ブラックホールロード変電所の様子 

この変電所には、BADEA（イスラム開発銀行）の援助によ
る、7.56 MWの発電機３セットを 2007年末から 2008年中頃
迄の予定で据え付ける計画であるが、9 月現在で工事は行
われていない状態である。 

ブラックホールロード変電所 配電盤室の様子 

世銀の援助により、フリータウン変電所と33 kV系統で接続さ

れるため新たに盤が設置される予定であるが、工事が中断され

ている状態である。配電盤室には、95～97 年にＥＣの援助で
改修された 11 kVの盤のみが設置されている。 
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JICA Japan International Cooperation Agency（独立行政法人 国際協力機構） 

JIS Japanese Industrial Standards（日本工業規格） 

LIWV Lightning Impulse Withstand Voltage（雷インパルス耐電圧） 

MEP Ministry of Energy and Power（エネルギー電力省） 

NPA National Power Authority（シエラレオネ電力公社） 

O&M Operation and Maintenance（運転・保守） 

OJT On the Job Training（実習訓練） 

PVC Polyvinyl Chloride（塩化ビニル） 

PWP Power and Water Project（電力・水プロジェクト） 

RMU  Ring Main Unit（配電用開閉器盤） 

XLPE Cross Linked Poly Ethylene（架橋ポリエチレン） 
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第 1 章 プロジェクトの背景・経緯 

1-1 当該セクターの現状と課題 

1-1-1 現状と課題 

シエラレオネ共和国（以下、「シ」国と称す）の電力事業は、エネルギー電力省（MEP：Ministry of Energy 

and Power）の監督のもと、シエラレオネ電力公社（NPA：National Power Authority）により運営されており、

首都フリータウンを含む西部州（人口 94.7万人、2004年人口統計）は NPA本体、地方都市のボー（Bo）、

ケネマ（Kenema）については、NPA傘下のボー・ケネマ電力供給会社により電力供給が行われている。し

かしながら、長く続いた内戦とそれに伴う経済の疲弊により、「シ」国の電力供給設備は壊滅的な打撃を受

け、電力供給を行うことすら困難な劣悪な状況にある。 

フリータウン及び周辺地域への電力供給は NPAの運営するキングトム発電所によって賄われている。同

発電所は 7台のディーゼル発電機から構成され、総発電設備出力は 39.2 MWであるが、設備の老朽化と頻

発する故障により 2007年 2月末時点で運転可能な設備は 5号機のみであり、発電可能容量は約 6 MWとな

っている。 

一方、フリータウン及び周辺地域の配電網は、11 kV地中/架空配電線、配電用変電所、415-240 V配電線

により構成されているが、11 kV配電線の損傷、変電所機器の故障等により配電可能容量は 20 MW程度と

なっている。 

このように、フリータウン及び周辺地域の 2006年時点の潜在需要 45 MWに対し、発電容量、配電容量

が圧倒的に少なく、電力供給は政府機関、公共機関に対して優先的に行われているが、供給される電力は

大幅に不足しており、行政・公共サービスの質が著しく低下している。また、一般需要家は殆ど電力供給

を受けられない状況にあるため、商工業施設の大半は自家発電に依存し、一部の民家でも自家発電を行っ

ているが、発電機を購入できない一般家庭では電気の無い生活を強いられている。更に、近年は原油価格

の高騰により自家発電に依存する工場の生産コストが増加し、採算性の低下等により閉鎖する工場が続出

しており、「シ」国経済にとって大きな痛手となっている。 

以上のことから、発電容量、配電容量の増強を行い、安定した電力供給を行うことが「シ」国電力セク

ターにとって緊急の課題となっている。 

 

1-1-2 開発計画 

「シ」国の長期国家開発計画である VISION 2025（2003年 8月公表）において、「国民の団結」、「進歩

的な国家」、「魅力的な国家」といった国家のビジョンを達成するために、6 つの戦略が策定されており、

その内の一つに「地元企業の効果的な参加を伴う、競争原理に基づく民間セクター主導の経済の達成」が

ある。この戦略を実現するため、エネルギーセクターに関しては下記の実施方策が策定されている。 

① NPA の電力供給設備・系統を維持管理、修復する。NPA の民営化のための手続き、会社形態を確

立する。 

② 全国的に発電部門、電力販売部門において民間セクターの参加を促進する。 

③ 水力発電所の開発により、電力供給事情を改善する。 

④ ブンブナ水力プロジェクトの土木工事と送電線工事を完成させ、運営・維持管理組織を確立する。 

本計画は、上記①の下線部分の達成に寄与するものと位置付けられる。 



 
 

1-2 

また、貧困削減戦略書（2005-2007 年）において、貧困削減方針の一つである「貧困層のための持続可

能な成長の促進」を実現するための方策の一つとして、「エネルギー、電力供給の改善」が挙げられており、

本計画は同戦略の方針にも合致している。 

 

1-1-3 社会経済状況 

「シ」国ではカカオ、コーヒー等の作物など一次産品及びダイヤモンド、金、ボーキサイトなどの鉱物

資源等が高い輸出ポテンシャルを有し、主要な外貨獲得源となっている。しかしながら、多くの産品の国

際市況の低迷、非効率な経済運営、密輸など不正の横行のため経済は低迷し、内戦の激化とともに農産物・

鉱物の産地の荒廃が進み、経済は破綻状態となった。現在「シ」国経済は復興段階にあり、2003年には 9.2％、

2004年には 7.4％の GDP成長率を記録している（表 1-1-3-(1)）。 

しかしながら政府の財政収支は非常に厳しく、表 1-1-3-(2)に示すように歳入の約 3割から 4割を開発援

助に依存しているが、依然として財政収支は赤字となっている。 

表 1-1-3-(1) 「シ」国の経済指標の推移 

項目 2001年 2002年 2003年 2004年 年平均 
増加率 

GDP（百万 US$） 805.7 936.2 989.9 1,075.4 － 
GDP成長率（%） 5.4 6.3 9.2 7.4 7.1% 

1人当たりの GNI（US$） 150 160 190 210 11.9% 

人口（百万人） 4.68 4.89 5.12 5.34 4.5% 
輸出（GDPに対する割合、%） 16.9 16.4 19.9 22.9 10.7% 

輸入（GDPに対する割合、%） 36.2 35.9 41.2 39.1 2.6% 
出所：The World Bank, “World Development Indicators” 

表 1-1-3-(2) 「シ」国の財政収支の推移 

項目 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 年平均 
増加率 

歳入（百万ﾚｵﾝ） 151,210 258,282 302,692 400,027 467,000 32.6% 

 うち開発援助（百万ﾚｵﾝ） 65,391 106,107 95,023 161,336 179,343 28.7% 

歳出（百万ﾚｵﾝ） 265,605 382,344 442,760 562,252 597,999 22.5% 
滞納（未収）金（百万ﾚｵﾝ） 33,799 43,310 -533,199 -3,586 -13,539 － 
政府の財政収支（百万ﾚｵﾝ） -80,596 -80,752 -673,267 -165,811 -144,538 -15.7% 

出所：IMF(2004), “Sierra Leone: Selected Issues and Statistical Appendix”  
備考：100レオン=約 3.90円（2006年 9月） 

 
上述のとおり、「シ」国の主要産業は農業、鉱業であり、GDP の約 5 割が両産業によって占められてい

る（表 1-1-3-(3)）。 
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表 1-1-3-(3) 「シ」国における GDP の産業別比率

1996年 1997年 1998年 1999年 2000年
1.農林水産業 48.7% 59.6% 62.5% 46.0% 42.8%
(1)農業 30.3% 42.6% 46.3% 30.9% 28.2%
(2)畜産業 2.4% 2.7% 2.2% 2.1% 1.9%
(3)林業 3.0% 3.2% 3.3% 3.6% 3.8%
(4)漁業 13.0% 11.1% 10.7% 9.5% 9.0%
2.鉱工業 35.4% 25.7% 23.1% 32.9% 38.4%
(1)鉱業 26.6% 19.5% 18.0% 19.4% 19.2%
(2)製造業 5.1% 2.8% 2.2% 11.1% 16.5%
(3)電気、水道 0.5% 0.4% 0.5% 0.3% 0.5%
(4)建設業 3.2% 3.0% 2.4% 2.1% 2.1%
3.サービス業 15.9% 14.7% 14.4% 21.1% 18.8%
(1)貿易、旅行 4.6% 4.1% 4.7% 8.4% 7.4%
(2)輸送、通信 1.9% 1.8% 2.0% 5.6% 4.1%
(3)金融、不動産 3.6% 2.9% 2.5% 2.1% 2.4%
(4)行政サービス 3.4% 3.6% 3.2% 3.1% 2.9%
(5)その他サービス 2.4% 2.3% 2.0% 1.8% 2.0%
合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
出所：Central Statistical Office(2001), "Annual Statistical Digest, 2001"  

 

1-2 無償資金協力要請の背景・経緯及び概要 

「シ」国では、1991年に反政府勢力（RUF：Revolutionary United Front)と政府軍との間で武力衝突が起こ

り、それ以降内戦状態が断続的に続いた。1997年 5月には軍事クーデターが発生するなど、国内の政情は不

安定な状態が続いたが、ECOWAS（西アフリカ諸国経済共同体）諸国及び国際機関による和平調停及び DDR

（元兵士の武装・動員解除、及び社会復帰）計画が展開された結果、「シ」国政府と RUF との和平合意が成

立し、状況は基本的に安定へと向かった。2002年 1月、武装解除プロセスの完了と内戦終結がカバ大統領に

より宣言され、それを機に国際機関及び一部の二国間援助による住民の再定住等復興へ向けた支援が本格化

した。 

我が国は「シ」国の復興支援に係る案件形成を目的として、2005年 6月～7月に JICAによるインフラ（電

力、道路、水）プロジェクト形成調査を実施した。同調査では、首都フリータウン市周辺地域及びカンビア

県などの現況調査が行われたが、フリータウン市に電力を供給する唯一の発電所であるキングトム発電所の

発電機出力（定格出力合計で約 30 MW）が、発電機本体及び付帯設備の老朽化などにより低下し、現在の発

電可能出力が 20 MW程度となっていることを確認した。一方、同市内の最大電力需要は 2006年時点で約 45 

MW と推定されているが、発電設備の老朽化等のみでなく、配電設備の損傷、老朽化等により配電損失が約

40％以上も有り、電力の供給容量不足に拍車をかけている。このため計画停電が日常化し、一般の需要家が

電力の供給を受けられるのは 1週間に 1日、数時間程度という状態となっている。 

このような状況のもと、エネルギー電力省（MEP: Ministry of Energy and Power）とシエラレオネ電力公社

（NPA：National Power Authority）は、南アフリカ電力公社（ESKOM）及びアフリカ経済開発アラブ銀行

（BADEA）の支援によるディーゼル発電機の新設、世界銀行を中心とした協調融資によるブンブナ水力発電

所の建設により必要な発電容量を確保すべく対応している。しかしながら、これら新規電源の建設が完了し

ても、乾季（4～5ヶ月間）にはブンブナ水力の発電可能出力が 50 MWから 18 MWまで低下することから、

安定した電力供給を行うための供給力を確保することは依然として困難である。 



 
 

1-4 

「シ」国政府はかかる状況に鑑み、首都機能の回復には更なる新規電源の設置が不可欠であるとして、2005

年から 10年間で 100 MWの新規電源開発を計画し、その一部となる総出力 10 MWのディーゼル発電機の新

設と配電損失低減を目的とした同市内配電網の改修について、我が国に無償資金協力による整備を要請した。 

これを受け、我が国は 2006年 3月に JICAによる予備調査を実施し、(1)キングトム発電所の既存ディーゼ

ル発電機及び付帯設備の運営・維持管理状況の確認、(2)フリータウン市内配電網につき、既存配電機器の老

朽化及び故障状況の調査と改修範囲の予備的な検討、(3)上述の各ドナーによる電力セクターの支援状況、並

びに (4)環境社会配慮上の問題の有無の確認等、基本設計調査を実施するために必要な情報収集及び分析を行

い、10 MWのディーゼル発電機を増設することの妥当性を確認した。また、33 kV及び 11 kV配電網改修に

ついては、世界銀行の支援によるフリータウン配電網改善プロジェクトとの連携を図りつつ、協力対象範囲

を絞り込むことが必要であることを確認した。 

基本設計調査において、最終的に確認された要請内容は以下のとおりである。 

 

［要請内容］ 

1. ディーゼル発電機（5 MW×2台）及び付帯設備（油水分離設備、廃油焼却設備を含む）の整備 
2. 上記の発電設備用の発電建屋建設 
3. 33 kV / 11 kV配電網の整備 

(1) 33 kV配電線路（Wilberforce-Regent変電所間）の建設及びWilberforce変電所への 33 kV配電
盤の据付 

(2) Regent変電所の建設（33 / 11 kV、5 MVA変圧器、変電所建屋を含む） 
(3) 11 kV配電線路（Kingtom発電所-Congo Cross変電所）の建設、Kingtom発電所への 11 kV配

電盤の据付 
(4) 11 kV配電線路（Congo Cross-Wilberforce変電所間）の建設 

4. 以下の 11 kV配電線路用資機材の調達 
(1) Falcon Bridge-Blackhall Road変電所間 11 kV配電線路 
(2) Regent変電所-Guma貯水場間の 11 kV配電線路及び配電変電所、11 kV/415 V配電用変圧器 
(3) Eastern Police、Africanus Road、Riverside Drive、Spur Road、Lumley Village変電所向け配電用

開閉器盤（5フィーダ、高圧開閉器盤）5式 
5. ディーゼル発電機、33 / 11 kV配電網用維持管理用道工具及び予備品の調達 
6. OJTの実施 

 

1-3 我が国の援助動向 

我が国の「シ」国に対する援助動向は、① 紛争終結後の平和の定着と国の再建のための支援により、貧困

削減に対する政府の取り組みの前提条件を整えること、② 行政能力の再建を促進しつつ地域住民の参加によ

る社会開発・生産活動の活性化を図ることが、目下の優先課題であるとの認識のもと、我が国は国際社会と

協調を図りつつ支援を行っている。我が国は当面、平和の定着と復興及び住民参加による行政サービスの再

建を通じた貧困削減を支援する方針であり、JICAフィールド事務所の開設（2005年 1月）、経済協力政策協

議調査団の派遣（同年 5月）により、開発ニーズの把握と対応を強化している。 

電力セクターへの支援については、無償資金協力である 1993年度「フリータウン電力供給改善計画」（11.63

億円、前回協力）を実施し、キングトム発電所に出力 5 MWのディーゼル発電機 1台が設置された。 
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1-4 他ドナーとの関連 

「シ」国の電力供給事情を緊急に改善するため、世界銀行をはじめとする各国ドナーが電力セクターに対

する支援を行っている。 

① 世界銀行 

2004 年 7 月に世界銀行は、首都圏への電力・水供給の改善を目的とした「電力･水プロジェクト

（PWP：Power and Water Project）」へ融資することを承認し、2004年 9月～2009年 9月の 5年間の予

定で同プロジェクトを実施中である。PWPの資金は総額 47.16百万米ドルであり、世界銀行による貸

付（IDA条件）の 35百万米ドルを中心とし、OPEC基金（2.65百万米ドル）、イスラム開発銀行（4.61

百万米ドル）、シエラレオネ政府（4.9百万米ドル）の資金から構成される。本プロジェクトの電力セ

クター部分の概要を以下に示す。 

(a) 電力セクター改革 

民間企業参入を可能にするための電力法・NPA法の改正、電力セクター規制機関（NCP：National 

Commission for Privatization）の設立、エネルギー政策立案機関(NEPPCU：National Energy Policy 

Planning and Coordination Unit) の設立、NPAの経営を外部専門家に委託するマネジメントコント

ラクトの実施 

(b) キャパシティビルディング 

NPAへのプロジェクト実施機関(PIU：Project Implementation Unit) の設立、NPAの組織合理化、

運転・維持管理要員の教育、電力損失低減計画策定、ブンブナ水力プロジェクト実施機関のサポ

ート 

(c) インフラ整備 

キングトム発電所の (i)ディーゼル発電機本体、補機及び共用設備（燃料、冷却水）の改修・整

備（対象は全ユニット）及び(ii)消火設備の調達、プリペイドメーターの導入、営業所（2 箇所）

の設置、高中圧/低圧配電設備の改修、増強、33 kV配電線の建設、11 kV/低圧配電網の改修計画

策定 

(d) 環境社会影響の低減 

キングトム発電所の (i)大気汚染、騒音のモニタリング、(ii)土壌汚染の分析、(iii)廃棄物管理・

職場安全健康管理、配電線ルートの環境対策（廃棄物処理場の確保、植樹、PCB除去等）、配電

線建設に伴う移転住民への補償（公共施設の建設、住宅及びライフラインの整備、土地の購入、

補償金の支払い等） 

(e) プロジェクト管理 

上記(a)から(d)までのプロジェクトを NPA の PIU が世銀ガイドラインに従って実施するための

支援、及びプロジェクト管理に関する技術移転 

これら PWPでの実施項目のうち、特に(c)インフラ整備において、既設発電設備の改修、整備が計

画されており、設備の不具合により低下している既設設備の発電可能出力が、定格出力の 90％（27 

MW）程度の回復を目標としている。また配電網に関しては、既設 1次変電所を結ぶ 33 kV配電線の

建設工事が計画されており、フリータウン配電網の供給容量増加に資するものと期待されている。当

該 33 kV配電線には本計画で建設予定のWilberforce-Regent変電所間の 33kV配電線が接続される予定

である。 
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② 南アフリカ（ESKOM） 

南アフリカ電力公社（ESKOM）は、1974年製のMirrlees社製ディーゼル発電機 1台（定格容量 7 MW）

を NPAに供給し、キングトム発電所で据付工事を行った。2006年 9月 18日末時点で据付工事は完了

しているものの、昇圧用変圧器の故障及び冷却水流量の不足のため運転開始の目処はたっていない。 

③ アフリカ経済開発アラブ銀行（BADEA） 

アフリカ経済開発アラブ銀行（BADEA）は、ブラックホールロード変電所構内でのディーゼル発

電所建設を支援する計画である。Phase Iでは 2007年末竣工を目途に 7.56 MWのディーゼル発電機１

台を据え付け、これに続く Phase IIでは、2008年中頃の竣工を目途に、7.56 MWのディーゼル発電機

2台（うち 1台はサウジアラビア国の融資）を増設する計画である。同計画に対する融資は、BADEA

及びサウジアラビア国で既に承認されている。 

④ ブンブナ水力プロジェクト 

ブンブナ水力発電計画（BHP：Bumbuna Hydroelectric Project）は、電力セクター開発計画（1970年）

において「シ」国で最もフィージブルな水力発電計画と評価された。1980 年に世銀の資金で設計書

類が作成され、1982 年末に工事が開始された。1988 年にはイタリア国がダム土木工事、アフリカ開

発銀行が発電設備・送変電設備工事への融資を決定し、工事が進められたが、プロジェクトの約 85％

が完了した 1993年に内戦の影響によりイタリア政府が借款契約の撤回を表明し、工事は中断された。

残り約 15％を完工するためには、91.8 百万米ドルの資金と、20～24 ヶ月間の工事期間を要すると見

積もられた。 

内戦の終結に伴い、世界銀行の主導によりイタリア商業銀行の融資 38百万米ドル（世界銀行(IDA)

が貸付保証）を中心とし、アフリカ開発銀行 3.8百万米ドル、イタリア国 19.9百万米ドル、オランダ

国 30万米ドル、OPEC基金 8.4百万米ドル、世界銀行（IDA無償）12.5百万米ドル、及び「シ」国資

金 8.9百万米ドルからなる総額 91.8百万米ドルの資金を確保し、プロジェクトが進められている。 

2005年 8月にイタリア政府資金を使用して工事が開始されており、順調に進めば 2007年 12月に

商業運転を開始する予定である。世銀は、プロジェクト資金の主な調達先であるイタリアの商業銀行

（MCC）に対して 38百万米ドルの貸付に係る貸付保証（PRG：Partial Risk Guarantee）を行うことに

なっており、世銀本部は PRGの発効を既に承認している。 

⑤ 欧州共同体（EU） 

欧州委員会（European Commission: EC）は、シエラレオネ EUオフィス（Delegation of the European 

Commission in Sierra Leone）を通して、2003年～2004年の間、1.99百万ユーロの資金により、配電網

緊急リハビリ計画（Emergency Rehabilitation of the Transmission and Distribution）を実施した。プロジ

ェクトの詳細は以下のとおりである。 

(a) ウエスタンエリア東部地域の電力供給復興 

ウエスタンエリア東部集落であるロケル（Rokel）、ウオータールー（Waterloo）、ベンゲマ

（Benguema）への 11 kV配電網の復旧工事 

(b) 中圧配電設備の改善 

11 kV配電変圧器、開閉盤、柱上開閉器の設置・取替え 

(c) 低圧配電設備の改善 

415 / 240 Vヒューズ盤、木柱、電線、道路照明などの設置・取替え 
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第 2 章 プロジェクトを取り巻く状況 

2-1 プロジェクトの実施体制 

2-1-1 組織・人員 

「シ」国の電力事業はエネルギー電力省（MEP）の監督のもと、本計画実施機関であるシエラレオネ電

力公社（NPA）により運営されているが、地方都市の Bo、Kenemaにおいては、NPA傘下の独立機関であ

る Bo-Kenema Power Services（BKPS）により電力供給が行われている。図 2-1-1-(1)に NPAの組織図を示す。

NPAは 2006年 8月末時点で、593名の人員を擁し、従業員 1人当りの需要家数（契約口数）は 71軒/人と

なっている。 
 
 

 

内部監査員 総裁 

副総裁 

管理会計課

総裁補佐

BO-KENEMA 
 電力供給会社 

人事部 

秘書部 

技術監査部 地方電力 
管理部 

発電部 

取締役 

経理部 

財務会計課

請求課 

プリペイド

メーター課

資材課 

輸送課 

広報課 

教育・ 
訓練課 

警備課 

調達課 

カスタマー

サービス課

検査課 

営業技術課

集金課 

系統計画課 

送配電課 

情報システム

管理課 

安全課 

技術／計画部 営業部 総務部 

保健課 
 

出所：NPA資料 
図 2-1-1-(1) NPA 組織図 

本計画完了後にディーゼル発電設備の運転・維持管理を担当するキングトム発電所の組織を図 2-1-1-(2)

に示す。同発電所の運転要員は 38名、機械技術者が 28名、電気技術者が 6名であり、本計画で整備され

る発電設備の運転・維持管理を行う上で、要員数及び基本的な技術力ともに問題はない。 

配電網については、新規建設及び改修工事はローカルコントラクターとの契約で実施しているため、NPA

の送配電部門は建設及び改修の計画・監理と設備の維持管理が主たる業務となっている。本計画完了後に

配電設備の運転・維持管理を担当する同部門の要員は送配電課長以下 78名で、フリータウン及び周辺地域

の主要変電所 (Primary substations) に配置されており、本計画で整備される配電設備の運転・維持管理を行

う上で、要員数及び基本的な技術力ともに問題はない。 
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出所：NPA資料、所員数は合計 87名。（2006年 9月時点） 

図 2-1-1-(2) キングトム発電所の組織 

 

2-1-2 財政・予算 

(1) NPAの経営状況 

NPAの販売電力量は発電機の稼働状況に左右されるため、表 2-1-2-(1)に示すとおり、年により変動して

いる。2003 年は 2002 年と比較して販売電力量が 5.7％減少しているものの、電力販売収入（表 2-1-2-(1)

の 8.電気料金回収額）は 18.3％増加している。これは、2003年に 40％の電気料金値上げが行われたため

である。過去、政策的に低く抑えられてきた電気料金は、NPAの収支を改善するため、近年頻繁に値上げ

されてきたが、その結果次節の(2)電気料金で述べるように、現在では途上国としてはかなり高い料金体系

となっている。 

表 2-1-2-(2)には 2002 年～2004 年の NPA の収支を示すが、NPA の収支状況は年々悪化しており、2004

年には約 11億円の赤字となっている。2002年、2003年の電気料金回収率は表 2-1-2-(1)に示すように 9割

を超えており、回収率としては良好であるものの、非技術的損失（盗電等）を含む配電損失が約 40％と

高く、表 2-1-2-(2)に示すように営業費用が常に営業収益を上回っている。このことから、配電損失を低減

させ販売電力量を増加させることが、NPAの収支改善のための最も大きな課題であると言える。 

このような状況下、NPAはMEPからの補助金のみならず、各国ドナーからの支援を受けて赤字分を補

っている。現在 NPA は、世界銀行主導のブンブナ水力発電所建設計画等、ドナーによる新規電源開発計

画及び既存ディーゼル発電機の修復、並びにフリータウン及び周辺地域配電網改修プロジェクトの早急な

実施による発電容量、配電容量の増加により恒常的な赤字体質からの脱却を図っている。 

運転員 

(26) 

副総裁 

発電所長(ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ) 発電所長（NPA） 

運転技師 
計画･機械技師 

機械技師 

電気技術員 機械技術員 

電気工 

(5) 

機械工 

(26) 

機械工 
（発電所外） 

(10) 

運転技術者（当直）(5) 

運転技術員補佐(4) 

運転技術員(3) 

秘書 

エンジン要員：14 
遮断器要員：4 
当直整備工：4 
当直電気工：4 
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表 2-1-2-(1) NPA の営業状況 

2001年 2002年 2003年 年平均
伸び率

1.発電電力量（MWh） 106,312 123,499 109,386
伸び率（％） － 16.2% -11.4% 1.44%

2.所内電力量（MWh） 5,741 6,472 6,235 4.22%
3.所内率（％） 5.4% 5.2% 5.7% 2.74%
4.送電電力量（MWｈ） 100,571 117,027 103,151 1.27%
5.販売電力量（MWh） 62,765 73,088 68,937 4.80%
6.送配電損失（MWh） 37,807 43,939 34,214 -4.87%
7.送配電損失率（％） 37.6% 37.5% 33.2% -6.07%
8.電気料金請求額(百万レオン） 27,535 31,823 38,350 18.02%
9.電気料金回収額（百万レオン） 21,521 30,196 35,707 28.81%
10.料金回収率（％） 78% 95% 93% 9.15%
出所：The World Bank (May 2004) "Project Appraisal Document on a Power and Water Project"  

表 2-1-2-(2) NPAの収支状況 

2002年 2003年 2004年
経常収益 31,130,882 41,928,807 36,295,161
営業収益 電力料 30,028,598 39,024,527 34,038,007
営業外収益 財務収益等 1,102,284 2,904,280 2,257,154

経常費用 50,677,433 62,963,046 63,862,245
営業費用 36,392,122 40,103,930 38,670,706

燃料費 21,336,517 23,770,497 21,739,166
人件費 6,001,600 7,423,173 7,610,214
維持管理費 2,277,148 2,292,679 3,163,262
間接経費 3,383,885 3,062,739 2,285,321
減価償却費 3,392,972 3,554,842 3,872,743

営業外費用 財務費用等 14,285,311 22,859,116 25,191,539
当期経常利益（損失） (19,546,551) (21,034,239) (27,567,084)
法人税等 0 0 0
当期純利益（損失） (19,546,551) (21,034,239) (27,567,084)
繰越利益（損失） (86,132,291) (107,166,530) (134,733,614)
[出所] National Power Authority Financial Statements Year 2002-2004
[備考] 100レオン＝約3.90円　（2006年9月時点）

単位：1,000レオン

 

 

(2) 電気料金 

NPAの電気料金を添付表 2-1-2-(3)に示す。家庭用電気料金は基本料金が US$ 3.87で、従量料金は 0～30 

kWhが US¢13/kWh、31～150 kWhが US¢18/kWh、150 kWh超過が US¢25/kWhとかなり高い水準とな

っている。例えば近隣のガーナ共和国では、ガーナ電力公社の家庭用電気料金は、基本料金が US$ 2.188、

50～300 kWhが US¢6.7/kWh、300 kWh超過が US¢11.7/kWhである。「シ」国では、過去政策的に低く設

定されていた電気料金を約 3年前に値上げしており、値上げ前の料金は US¢8/kWh程度であった。 
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表 2-1-2-(3) NPA の電気料金（2005 年 6 月） 

電気料金（レオン） 
需要家分類 料金分類 

電力料金/kWh 担保金 接続料 再接続料 
T-1 家庭用 0-30kWh 373 (0.13) 70,000

(24.22)
5,000 
(1.73) 

28,000
(9.69)

 31-150kWh 533 (0.18)  
 150kWh以上 709 (0.25)  
 基本料金 11,180 (3.87)  
T-2 商業用 0-30kWh 651 (0.23) 84,000

(29.07)
5,910 
(2.05) 

42,000
(14.53)

 31-150kWh 781 (0.27)  
 150kWh以上 846 (0.29)  
 基本料金 19,520 (6.76)  
T-3 公共機関 全消費量 781 (0.27) 84,000

(29.07)
6,820 
(2.36) 

42,000
(14.53)

 基本料金 32,533 (11.26)  
T-4 産業用 全消費量 941 (32.6) 180,000

(62.29)
37,240 
(12.89) 

168,000
(58.14)

 基本料金 118,300 (40.94)  
 kW料金 1,448 (0.50)  
T-5 街灯用 全消費量 792 (0.27) 7,280 

(2.52) 
 基本料金 26,618 (9.21)  
T-6 臨時供給 全消費量 910 (0.31) 7,280 

(2.52) 
 基本料金 11,284 (3.91)  
T-7 溶接用 全消費量 993 (0.344) 140,000

(48.45)
18,200 
(6.30) 

56,000
(19.38)

 基本料金 35,490 (12.28)  
出所：NPA資料   
備考：（ ）内は 1US$=2,889.6レオン（2005年）とした場合の米ドル換算値 

 

2-1-3 技術水準 

「シ」国の発電・配電は NPAが運営・維持管理を行っているが、十分な教育を受けた技術者、熟練した

操作員、保守・点検要員ともに人材が不足しており、苦しい運用を余儀なくされている。前回協力におい

ては、工事期間中および完工試験時に機器納入業者により O&M（運転・維持管理）に関するクラスルーム

トレーニング、OJT（On the Job Training）が実施されたが、竣工 1年後（1996年 1月）に発生したキング

トム発電所の既設発電設備の火災事故、並びに「シ」国の治安状況悪化による日本人の滞在短縮要請等の

影響により、十分な技術移転を行うことが困難であった。本計画では NPA技術スタッフに対して、日本人

技術者からの効果的な技術移転を行うことにより、プロジェクトの実施に必要な技術力が確保されるもの

と思われる。 

現時点で考えられる主要技術移転項目としては、下記が挙げられる。 

1) エンジンの運転・保守作業 

2) 油清浄器及び廃油処理設備の運転・保守作業 

3) 電気設備の運転・保守作業 

4) 保守用道工具の取り扱い及び維持管理 

5) 定期点検項目及びその解析方法と対策立案の考え方 

 

2-1-4 既存施設･機材 

(1) 発電設備の現況 

2007年 2月末時点におけるフリータウン市の総発電設備容量は 39.2 MW、発電可能出力は 6.0 MW（約
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15 %）である。同地域の唯一の電源がキングトム発電所であり、設備概要は表 2-1-4-(1)に示すとおりであ

る。 

表 2-1-4-(1) キングトム発電所の設備概要（2007 年 2 月末現在） 

出力(MW) 運 転  
ユニット名 

運 転 
開始年 

燃料 
定格 現有 モード 

状況 

Mirrlees 2 (2006) HO 6.9 (6.0) ベース 運転不可（未竣工） 
Mirrlees 3 2002 HO/DO 6.5 (5.5) ベース 運転不可*1 
Sulzer 4 1978 HO 9.2 (7.0) ベース 運転不可*1 
Sulzer 5 1980 HO 9.2 6.0 ベース 運転可能 

Mitsubishi 6 1995 HO/DO 5.0 (3.5) ベース 運転可能 
Caterpillar 1 2000 DO 1.2 (1.0) ピーク 運転不可 
Caterpillar 2 2000 DO 1.2 (1.0) ピーク 運転不可 
合 計   39.2 6.0  

出所：NPA 
備考：HO: 重油、DO: ディーゼル油 
   *1:冷却水系統の不良 
   *2:排気マニホールド、伸縮継手損傷 

 
キングトム発電所にはベース運転用 5台、ピーク運転用 2台の合計 7台のディーゼル発電機が設置され

ているが、これらの設備は何らかの不具合を抱えた状況にあるため、世界銀行の支援（Power and Water 

Project）によって、設備改修が実施される予定である。2007年 2月末時点で稼働している発電設備は、5

号機（Sulzer 5）のみであり、供給力は僅か 6.0 MWとなっている。 

(2) 配電設備の現況 

「シ」国における電力供給設備はシエラレオネ電力公社(NPA)が運用・維持管理を行なっており、NPA

は国内に 4箇所の独立電源を運用している。周波数は 50 Hzで電圧階級は、配電網が 33 kV, 11 kV及び 3.3 

kVで、各需要家への配電電圧は 415 V及び 240 Vを採用している。なお、161 kVは現在建設段階で、66 kV

はフリータウン電力網の一部として建設されたが、現在まで運用されておらず、一部を 33 kV用として運

用している。一方、NPAは 3.3 kV配電は電力損失の低減等を図るため将来 11 kVに変更することとして

いる。 

低圧配電網の内、架空配電線の大部分は裸電線を使用し、これらの電柱は一部道路上に設置されている

ものもある。これはフリータウン内の道路幅が狭いため、電柱を設置するスペースが取れない事による。 

表 2-1-4-(2) 既設配電設備概況（2006 年 8 月末） 

No. 内容 単位 長さ 備考 
1. 66 kVシステム km 5 一部を 11 kVとして運用中 
2. 33 kVシステム    

1) 架線 km 30 11 kVとして運用中 

2) 地中線 km 7 XLPE 1C-Al-185mm2 
1978年に布設されたが運用していない。 

3. 11 kVシステム    

1) 架線 km 87.6 約 80%が ACSR-70 mm2、 
残りが AAAC-120 mm2 

2) 地中線 km 123  
4. 3.3 kV システム    

1) 架線 km 5  
2) 地中線 km 1  

出所：NPA 
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2-2 プロジェクト・サイト及び周辺の状況 

2-2-1 関連インフラの整備状況 

(1) 港湾 

フリータウン市には大型船の接岸できる港があり、港の規模としては 6バースを保有している。しかし

ながらクレーン等の陸揚げ設備はなく、本計画のディーゼルエンジン等の重量物やコンテナの輸送にはク

レーン付き貨物船での輸送が必要となる。 

(2) 道路 

フリータウン市の主要道路は、アスファルト舗装で 2車線道路が主で、一部上下 4車線道路あるが、歩

道は少なく、路面は舗装の割れ、穴等が多く良い状態にはない。更に市街地中心付近は、交通量が多いう

えに、駐車車両および人通りが多いため常に渋滞している状態である。 

本計画で予定する調達資機材のうち、ディーゼルエンジン発電機の輸送で使用する港湾施設からキング

トム発電所までの道路は 2車線道路が多く舗装状況も良くない。また、坂も多いことから、トレーラーで

の輸送時には最適な輸送ルートを選定すると共に、交通への影響をできるだけさけ、かつ低速走行による

慎重な輸送計画が必要となる。 

(3) 上下水道 

フリータウン市では、上下水道設備は一応整備されているが、内戦により地方より流入した難民が数十

万人にもおよび、その容量は貯水ダムを含め十分とはいえない。従って、乾季には給水量が不足すること

が予想されるので本計画のディーゼルエンジンで使用する冷却水は、使用水量が少なくてすむラジエータ

での循環方式で対応する等の考慮が必要となる。 

(4) 通信 

フリータウン市では、「シ」国電話公社が固定電話での通信サービスを実施しているが、電力事情が悪

いため不通状態が多く使用頻度少ない。一方で民間のプリペイド式携帯電話サービスは普及しており、通

信のほとんどが携帯電話で行われている状態である。 

インターネットサービスを提供しているプロバイダーがフリータウン市に存在し、インターネットサー

ビスを利用して、ダイアルアップ、LAN、無線 LANでの電子メールの送受信が可能である。 

 

2-2-2 自然条件 

(1) 計画地の位置、地質・地形等 

キングトム発電所は、「シ」国の首都フリータウン市内に位置し、同市の北部にあるルンギ国際空港か

ら直線で約 25 kmの大西洋に面した地域にあり、標高約 5 mの平坦な土地に建設されている。発電所敷地

は、東西方向に約 190 m、南北方向に 150 mの大きさで、敷地周囲にはコンクリートブロック製のフェン

スが設置され外側に NPA スタッフの住居がある。本計画の発電建物は、敷地のほぼ中央に位置し、過去

に発電設備が設置されていた場所で、現在発電設備は撤去されているが、コンクリート製基礎がそのまま

残っている。また、敷地南側の構内道路から既存発電建屋への歩廊があり、歩廊は屋根で覆われている。

敷地地盤は概ね平坦で、赤茶色をした小礫が散在する粘性土地盤である。 

リージェント変電所の建設計画地は、キングトム発電所から南南東の約 8 kmに位置し、標高が約 400 m
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で、リージェント道路南側の一部斜面の土地である。現在は自然地形そのままの状態で、新設変電所建設

に先立ち敷地造成を行わなければならない。敷地地盤及びその周辺は、ところどころ岩が露出しており、

建物の支持地盤としては十分な支持力が期待できる。 

(2) 気象条件 

1) 温度 

年間の気温は一年中ほぼ一定しており、最高、最低、平均気温のいずれも月ごとの気温変化は非常に

小さい。最高気温は 5月の 35.3℃で、それ以後気温はなだらかに低下する。また、最低気温は 12月の

19.0℃で、以降気温はなだらかに上昇する。年間平均気温は 26.9℃と高い。 

2) 湿度 

湿度も同様に一年中ほぼ一定しており、月間平均湿度の最高は 7,8,9 月の 89%で、最低は 1,2,3 月の

69%である。年平均湿度は 79.5%と高い。 

3) 雨量 

5月から 10月までが雨期であり、この時期の月間平均降雨量は 479.4 mmと非常に多い。また、雨期

の月間最大平均降雨量は 8月の 805.6 mmで、最低平均降雨量は 5月の 171.3 mmである。11月から 4

月までは乾季であり、この時期の月間平均降雨量は 37.2 mmと非常に少ない。また、乾季の最低平均降

雨量は 9.5 mm/月間と極端に少ない。年間降雨量の平均は約 3,100 mmであり、これを月平均すると約

258 mmとなる。雨期と乾季の雨量差が非常に大きい。 

また、0.1 mm/日以上の降雨日数は、雨期の合計で 139日間となる。最大は月間 27日で、この時期は

ほとんど毎日雨が降っている状況である。一方乾季となると、降雨日数の合計は 23 日間と極端に少な

い。1月、2月の平均月間降雨日数は１日しかない。 

4) 風速 

月間平均の風速はほぼ一定しており、最大風速が 13.5 km/h、最低風速が 9.9 km/hで、年間平均風速

は 11.4 km/hである。月ごとの風速には大きな変化は見られない。また、大雨や暴風の平均月間最大回

数は 5月、6月、10月の 4回で、平均年間回数が 24回である。この時の平均最大風速は 76 km/h～90 km/h

である。 

5) 雷 

5月から 10月の雨期の月間落雷数は最大が 18日間、最小が 6日間である。この時期、2日から 5日

に一度は雷が発生する。最小は１月の１回であり、年間を通して雷が発生しない月はない。年間の平均

雷発生回数は 104回で、3日～4日に 1回は雷が発生している。なお、入手データでは、雨が伴うかど

うかの区別は行っていない。 

6) 地震 

気象庁から入手した資料によれば、フリータウンでは地震の記録はない。 

7) 塩害 

キングトム発電所及び一部の配電線路は、海岸に接する位置にあり、塩害の影響を考慮する必要があ

る。 
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2-2-3 環境社会配慮 

「シ」国では 1993年に国家環境アクションプラン（National Environmental Action Plan）が制定され、同

法に基づき 2000年に環境保護法（Environmental Protection Act 2000）が制定された。同法では発電所、送

電線建設プロジェクトの実施に際し、プロジェクト実施者に対して環境影響評価（EIA：Environmental Impact 

Assessment）ライセンスの取得を義務付けている。プロジェクト実施者は、土地・国土計画・環境省、環

境保護局にプロジェクト詳細情報を添付した EIAライセンスの申請書を提出し、環境保護局長はプロジェ

クトの規模、場所、住民移転の有無、環境へのインパクト等を考慮した上で、申請書の提出から 14日以内

に EIA実施の要否を回答することとなっている。この段階で EIAの実施が不要と判断されれば、EIAライ

センスが発行される。EIAの実施が必要と判断された場合、プロジェクト実施者は EIAを実施し、環境影

響評価書を環境保護局に提出する。提出された評価書は専門家、関係省庁、NGO及び一般市民に公開され、

コメントを得ることとされている。 

本計画では、NPAが 2007年 4月末までに環境保護法に基づき必要な許認可を取得することとなっている。 

 

2-3 その他（グローバルイシュー等） 

フリータウン及び周辺地域では、十分な電力供給が行われていないため、行政・公共サービスの質が著

しく低下し、街路灯等が点灯されていないため、電力線の盗難等も発生しており、夜間には治安の悪化や

犯罪の発生が懸念されている。また、一般家庭では殆ど電力供給を受けられず、ケロシンランプや蝋燭を

使用している為、衛生的な生活環境を確保することが困難となっている。本計画の実施により安定した電

力供給が確保されることで、上述の状況が改善され、人間の安全保障の実践に大きく貢献するものと期待

される。 

フリータウンに立地していた工場の大半は自家発電コストの高騰により閉鎖を余儀なくされ、現在操業

を続けているのはセメント工場等、一部の工場のみである。本計画の実施により、より安価で安定した電

力供給が確保されれば、閉鎖された工場の再稼動が可能となり、産業の活性化、雇用の創出に繋がる。そ

の結果、フリータウン及び周辺地域の住民の貧困削減にも貢献するものと思われる。 
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第 3 章 プロジェクトの内容 

3-1 プロジェクトの概要 

3-1-1 上位目標とプロジェクトの目標 

2003 年 8 月に公表された「シ」国の長期国家開発計画である VISION 2025 では、計画達成のために６

つの戦略が策定されている。更にこの戦略のエネルギーセクターに関する実施方策の一つとして「NPA の

電力供給設備･系統を維持管理し、修復する」ことが掲げられており、「シ」国の首都であるフリータウン

を中心とした都市部での経済的で信頼性の高い電力の供給による社会･経済開発の推進を重点政策として

いる。 

この中で本プロジェクトは、「シ」国の首都機能を維持し、社会・公共施設の安定した運営並びにフリー

タウン及び周辺地域住民の生活水準の向上に必要不可欠な重要な社会基盤である電力供給設備を増強・整

備することを目的とするものである。 

 

3-1-2 プロジェクトの概要 

本プロジェクトの実施は上記目標を達成するため、フリータウン及び周辺地域におけるベース負荷運転

用発電設備の増設と同市の配電網を整備することによって、安定した電力供給体制構築の一環を担い、首

都フリータウンの社会経済活動の活性化と市民生活の向上を目指すものである。 

協力対象事業は、フリータウン市の電力供給を担っている既設キングトム発電所に出力 5 MWのディー

ゼル発電設備 2台を増設し、同市内の需要家へ安全で効率的に配電を行うための 33 / 11 kV配電用変電所の

建設と 33 kV並びに 11 kV配電線路の敷設を行い、併せて、11 kV配電線路用資機材を調達するものである。 

 

3-2 協力対象事業の基本設計 

3-2-1 設計方針 

3-2-1-1 基本方針 

本計画は、フリータウン市のベースロード用発電設備（出力 5 MW×2台）の調達・据付、及び 33 / 11 kV

配電用変電所の建設と 33 kV及び 11 kV配電線路の建設並びに 11 kV配電線路用資機材の調達を行うこと

とする。 

本計画で調達する設備の容量については、計画対象地域における需要予測を基に計画することとし、発

電設備については供用開始 3年後、配電用資機材については供用開始後 10年後の需要予測に見合う適切な

規模とする。また、新設配電線路は他国や援助機関による援助計画と重複せず、市内配電網の中で重要で

電力損失低減効果が大きく、且つ電力料金の支払い意志の高い地域への路線を選定する。 

 

3-2-1-2 自然条件に対する方針 

(1) 温度・湿度条件に対して 

当該地域は、海洋熱帯性気候であり、一年を通じて気温は 26℃から 28℃と高く、また湿度も 74％から

84%と高い。本計画で調達されるエンジンと発電機は、建屋内に据付けされるので、当地の外気温に特別

な対策を講じる必要はないが、エンジンの燃焼空気及びエンジンルームの換気の設計に当たっては、設計



3-2 

温度を 40℃、電気室については 35℃とし、また屋外設備については 40℃として設備の機能が確保出来る

ように配慮する。 

また、本計画で採用される変電設備の内、一部の 33/11 kV機器は屋外設置となるため、屋内式閉鎖型配

電盤であるため、外気温度及び直射日光による温度上昇に対して適切な対策を考慮し、運転保守に支障の

ない様に構造上留意する。特に、密閉された盤内の湿度に対しては、気温差による結露を防止するために、

スペースヒーターの採用を検討する。さらに、海岸沿いの敷地に建設される配電線路用資機材は、塩害の

影響を考慮した設計とする。 

(2) 地震条件に対して 

｢シ｣国には地震の記録がないので特段の考慮は必要ないが、機器に対しては輸送時の損傷などを考慮し、

設計条件として我が国で一般的に採用されている水平震度 0.1Gを採用する。 

 

3-2-1-3 社会条件に対する方針 

｢シ｣国は約 6割程度が回教徒であるが、フリータウン市は多くのキリスト教徒が存在するためラマダン

の時期においても建設工期等への影響は少ないと思われる。しかし、発電所建設工事並びに配電線路の改

修作業開始に当たっては、事前に近隣住民に広報すると共に、本計画の実施への理解を高める必要がある。 

 

3-2-1-4 施工事情に対する方針 

フリータウン市では、前回協力でキングトム発電所に 6号機を据付けており、かつ、近年においては、

ESKOM（南アフリカ電力公社）のディーゼルエンジン発電機の据付が行なわれているが、現地工事会社は

大型発電設備や変電設備の据付工事を直接実施した経験はなく、海外の建設会社の下請けとして活動して

いる。しかしながら、労働者、重量貨物を除く資機材の運搬用車両、小規模な建設工事用機械の調達は可

能である。 

なお、本計画で調達する発電設備は、運転中の既設発電設備の横に据付けされるため、工事中の既設設

備に対する損傷防止用の保護、並びに工事従事者の安全確保のための防護シート等の安全対策を考慮する。 

 

3-2-1-5 現地業者、現地資機材の活用についての方針 

(1) 現地業者の活用について 

本計画の施設建設並びに発電設備や変電設備の据付け工事において、建設工事用機材及び労務提供を中

心に現地工事会社を活用する。なお、品質管理、工程管理、安全管理、試験調整などのためには、日本か

ら技術者を派遣する必要がある。 

現地では 15 トン級のクレーンの調達は可能であることから、建設用資機材の運搬に活用する。また、

コンテナ、20トン以下の貨物は現地輸送業者の車両で内陸輸送は可能であるが、エンジン、発電機、等の

重量貨物の国内輸送機材を現地業者は保有してないため、油圧式低床トレーラー等を第三国から調達する

必要がある。 

(2) 現地資機材の活用について 

現地では、骨材、セメント、鉄筋などの資機材の基礎工事用材料の調達は可能であるが、建築用鉄骨、

仕上、設備材料、発電設備用の配管材、ケーブル等の機械・電気工事資機材は調達出来ないため、日本ま
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たは第三国からの調達を検討する。 

(3) 第三国品の調達について 

第三国からの機材の調達に当たっては、その価格、品質、納期、運転開始後の予備品等の調達の容易性、

アフターサービス体制、既設設備との整合性などを十分検討することとする。 

なお、｢シ｣国の発電・配電用資機材はその全てが輸入品で、欧州製品が多く導入されている。従って、

本計画で実施される発電設備の遮断器盤や配電網整備に必要な資機材は第三国からの調達を十分検討す

る。しかしながら発電設備については、前回協力で調達した発電設備の運転実績、品質並びに耐久性、ま

た、納入メーカーのアフターサービス体制の充実度、さらには日本製発電設備に係る運転維持管理技術の

習得度等から、｢シ｣国側は日本製品の採用を強く希望している。キングトム発電所において、前回協力で

調達した発電設備が唯一、長期間安定して運転されている状況を鑑みれば、「シ」国側の要望は妥当であ

ると判断される。 

 

3-2-1-6 実施機関の維持・管理能力に対する対応方針 

当該発電設備の供用開始後の維持管理は、既設設備と同様に NPAが実施する。NPAは前回協力で本計画

で調達予定の発電設備と同じ設備容量の発電設備を運転しており、現在まで約 10年に亘り稼働しているこ

とから維持管理能力は有していると思われる。しかし、軸受け等の故障により長期に亘り（約 7 ヶ月）運

転停止したこともあり、日常点検等を含めた予防保全のあり方に関する知識が不足していることが考えら

れるので、本計画の工事期間中に日本側技術者により、日常点検、定期点検等の重要性を含めた OJTを実

施し、必要な予備品、試験器具、保守用工具及び運転・維持管理マニュアルを供与する。更に供用開始後

の運転・維持管理体制について提案し、建設された設備のより効果的・効率的な運転が行えるように配慮

する。 

 

3-2-1-7 施設、機材等の範囲、グレードの設定に対する方針 

上記の諸条件を考慮し、本計画の資機材の調達並びに据え付けの範囲及び技術レベルは、以下を基本方

針として策定する。 

(1) 施設・機材等の範囲に対する方針 

本計画で調達する発電設備は、フリータウン市の 2012 年（供用開始後 3 年）の電力需要に対するベー

ス負荷運転を補う容量とし、発電所の運用として効率的で、かつ経済的な運転・維持管理となる設備構成

とする。 

また、配電用資機材は、NPAの標準実績を採用し、運用・維持管理の簡素化を図ることとする。 

(2) グレードの設定に対する方針 

本計画で調達する発電・配電設備を構成する各機器の仕様は、供用開始後の運転・維持管理を実施する

NPAの技術レベルを逸脱しない様に留意する。 

 

3-2-1-8 工法/調達方法、工期に対する方針 

本計画は、日本の無償資金協力のスキームに基づき実施されるので、フリータウン配電網整備（1 期）

については単年度で、キングトム発電所増設（2 期）については翌年度中に据付を完了する必要がある。
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また、所定の工期内で完工させ、期待される効果を発現させるためは、日本側工事と「シ」国側負担工事

工程の協調が取れ、かつ内陸輸送ルート・輸送方法、期間、諸手続き等に配慮した工程計画を策定する必

要がある。 
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3-2-2 基本計画 

3-2-2-1 全体計画 

(1) 設計条件 

本計画の規模、仕様の策定に当たり、前述の諸条件を検討した結果、下記設計条件を設定する。 

1) 建設予定地及び位置・高度 

① 発電設備建設予定地：既設キングトム発電所内、海抜 5 m 

② 変電所建設予定地：マウンテン・ルーラル地域（Mountain Rural District）のリージェント地区、

海抜約 406 m 

2) 気象・自然条件 

① 外気温度：最高 / 最高の平均 35.3℃ / 31.4℃（年間） 

     年間平均 26.9℃ 

     最低 / 最低の平均 19.0℃ / 22.5℃（年間） 

② 設計温度：屋内設備 40℃（最高）,外気温 36℃時 

     屋外設備 40℃（最高） 

③ 設計相対湿度 最大 90% 

④ 設計風速 25 m/秒 

⑤ 降 雨 量 年間最大平均  3,100mm 

⑥ 年間雷雨日数（IKL） 104日 

⑦ 塩分付着密度 0.5 mg/cm2 

⑧ 地 震 力 水平方向  0.1 G（電気製品にのみ適用） 

⑨ 地 耐 力 10 ton/m2と想定する 

3) 適用規格 

① 日本工業規格（JIS） ： 工業製品全般に適用する。 

② 電気学会電気規格調査会標準規格（JEC） ： 電気製品全般に適用する。 

③ 日本電機工業会標準規格（JEM） ： 同上 

④ 日本電線工業会規格（JCS） ： 電線、ケーブル類に適用する。 

⑤ 電気設備に関する技術基準 ： 電気工事全般に適用する。 

⑥ 国際電気標準会議規格（IEC） ： 電気製品全般に適用する。 

⑦ 国際標準化機構（ISO） ： 電気・機械製品全般に適用する。 

⑧ シエラレオネの関連基準・規格 ： 主に、施工関係に適用する。 

4) 使用単位 

原則として国際単位系（SIユニット）を使用する。 

5) 電気方式 

本計画に適用する電気方式は、既設設備との整合を図り、表 3-2-2-1-(1)に示すとおりとする。 
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表 3-2-2-1-(1) 電気方式 

項目 配電線路 低圧（交流） 低圧（直流） 

公称電圧 33 kV 11 kV 415-240 V 110 V 

最高電圧 36 kV 12 kV 460-252 V 121 V 

配線方式 3相 3線式 3相 4線式 2線式 

周 波 数 50 Hz - 

接地方式 変圧器接地（非有効接地） 直接接地（有効） (－) 側接地 

6) 基準衝撃絶縁強度 

送変電設備の設計に当たり、機器相互の絶縁協調及び系統全体の絶縁強度を確保するため、基準衝撃

絶縁強度（LIWV）は既設設備に摘要されている下記を基準とする。 

① 33kV系統 ： LIWV 170 kV 

② 11kV系統 ： LIWV  95 kV 

7) 環境保護基準 

新規発電設備の建設に当たり、｢シ｣国では、関連する環境基準が定まっていないため、我が国の基準

並びに現地事情を考慮して下記の基準値を設計条件として設定する。 

① NOx排出基準 ： 950 ppm以下（残存酸素濃度 13%時） 

② SOx排出基準 ： 250 ppm以下（燃料油の硫黄分含有量 1%時） 

③ 油分排出基準 ： 50 ppm以下 

④ 煤塵排出基準 ： 100 mg/Nm3以下 

⑤ 騒音基準   ： 当該発電設備のみ運転時、110dB(A)以下（機側から 1m） 

⑥ 振動基準   ： 当該発電設備のみ運転時、敷地境界で 65dB以下 

(2) 施設配置計画 

本計画で据付けされる発電及び配電設備の配置計画は以下のとおりとする。 

1) 発電設備 

本計画で調達が予定される発電設備（エンジン発電機・補機、低圧動力盤等）は、キングトム発電所

内の既設 6号機横に発電建屋を新設し、その中に設置する、（基本設計図 G-G01参照）。 

新設発電建屋の DEG 室にはディーゼルエンジン発電機及び補機、電気室には遮断器盤・発電機制御

盤・低圧動力盤、ブロワ室には吸気用ブロワ、廃油処理設備は地下ピットに設置し、ラジエータ・タン

ク類は屋外に設置して運用・維持管理が容易な配置とする。 

なお、本計画のエンジン用燃料（重油、ディーゼル油）は既設の重油及びディーゼル油貯油槽から給

油する計画とし、本計画では燃料油貯油槽の建設は行わない。 

また、重油は動粘度が 175cstと高く流動性が悪い。従って重油の流動性を確保する為、タンク類や配

管を電気ヒーターで昇温、保温する。前回協力の既設 6号機は蒸気による昇温、保温を行ったが、本計

画では、ディーゼルエンジン発電機の稼働の信頼性と維持管理の容易性を重視して電気ヒーターで行う

こととする。 

 

発電設備用の一部の 11 kV遮断器盤は既設 11 kV遮断器室に既設遮断器盤と列盤で設置する。監視盤
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は既設監視制御室に設置する。 

2) 配電設備 

本計画で建設されるリージェント変電所建屋は、図 D-G11に示すとおり、配電盤室、低圧盤室、事務

所並びに便所から構成され、33 kV、11 kVおよび低圧配電盤共既設変電所と同様に屋内式とし、33 / 11 

kV 及び所内変圧器は屋外型とする。33/11 kV 配電用変圧器は電力品質を確保する為、負荷時に電圧調

整ができるものとする。なお、各機器の操作は原則として、現場で行うものとする。 

33 kV、11 kV配電線については、工事及び維持管理の容易性から、地中ケーブルと架空配電方式を適

宜採用することとし、既設配電線が有るルートは可能な限り同じルートに建設することとする。 

一方、新設の 11 kV配電線路の一部には、新たな電柱を設置するスペースがない事から既存の低圧電

柱と置き替える必要があり、高圧・低圧の共架方式を採用する。 
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3-2-2-2 基本計画の概要 

前述（3-2-1-1 参照）の基本設計方針及び設計基準、施設配置計画を踏まえた本計画の基本計画の概要は、

表 3-2-2-2-(1)に示すとおりである。 

表 3-2-2-2-(1) 基本計画の概要 

 計 画 内 容 

フ 

リ 

ー 

タ 

ウ 

ン 

配 

電 

網 

整 

備 

計 

画 

（
１ 

期
） 

1．機材の調達と据付： 

(1) 33 kVリージェント変電所の建設（建屋：鉄筋コンクリート造平屋建て、延床面積 135.0㎡） 
・33 kV, 11 kV屋内型配電盤及び低圧配電盤 

・配電用変圧器（33 / 11 kV 、5 MVA）、所内変圧器（11 kV/415-240 V 、630 kVA） 

・その他必要な付帯設備及び基礎 

(2)ウイルバーフォース変電所からリージェント変電所までの 33 kV配電線路の延線 
1) 33 kV：地下ケーブルの敷設約 3.2 km、架線：約 1.3 km 
2) ウイルバーフォース変電所内の 33 kV 配電盤：1式の増設 

(3) 11 kV配電線路の建設 
1) キングトム発電所とコンゴクロス変電所間：架線約 3.3 km及び地下ケーブル 0.5 km並びに 11 kV 
配電盤、1式の増設 

2) コンゴクロス変電所とウイルバーフォース変電所間：架線約 2.5 km 

2．機材の調達（据付は「シ」国）： 

(1) ファルコンブリッジ変電所とブラックホールロード変電所間配電線用資材： 
11 kV架線 0.8 km、地下ケーブル 2.6 km 約 3.4 km 

(2) リ－ジェント変電所と配電用変電所間配電用資材； 
1) グマ貯水場：架線 11 kV約 1.3 km 
2) ラジオ送信所：架線 11 kV約 1.6 km 
3) ウイルバーフォース線：架線 11 kV約 100m 

(3) 配電用変電所用機材 
1) 500 kVA及び 200 kVA変圧器各 1式並びにRMU* 2式 
2) 315 kVA及び 200 kVA変圧器各 1式並びにRMU* 2式 

* RMU：リング・メイン・ユニット（配電用変電所） 

(4) 配電設備用の予備品・維持管理用動工具の調達 

(5) 配電設備の運転維持管理マニュアルの調達とOJTの実施 

キ 

ン 

グ 

ト 

ム 

発 

電 

所 

増 

設 

計 

画 

（
２ 

期
） 

1．機材の調達と据付： 
(1) ディーゼル発電設備（5 MW×2台）の調達と据付 
(2) 当該発電設備に必要な機械設備の調達と据付 
燃料供給設備、潤滑油設備、吸排気設備、冷却水設備、圧縮空気設備、廃油処理設備 

(3) 当該発電設備に必要な電気設備の調達と据付け 
1) 発電機補機 
発電機制御・監視盤、発電機保護継電器盤、低圧動力盤、直流電源設備 

2) 11 kV高圧電気設備 
11 kV高圧盤、11 / 0.415 kV 所内変圧器、配線設備 

(4) 発電設備及び補機の予備品、維持管理用道工具の調達 
(5) 発電設備及び補機の運転・維持管理マニュアルの調達とOJTの実施 

2．発電建屋の建設工事： 
(1) 鉄骨造、平屋一部 2階建て、延床面積約 1,087 m2（建築設備を含む） 
(2) 発電設備及び補機類の基礎 1式 
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3-2-2-3 機材・施設計画の概要 

(1) キングトム発電所増設 

本計画でキングトム発電所に建設される発電設備の内容は以下のとおりである。なお、各設備・機器の

概略仕様は表 3-2-2-3-(1)に示すとおりである。 

1) 基本事項 

① 発電設備の選定 

発電設備は、｢シ｣国の既存施設との整合性、運転・維持管理の容易性、緊急性等を考慮して、ディ

ーゼル発電設備とする。 

② 燃料の組成 

現在、既設のキングトム発電所で使用されている燃料は、主燃料として重油、起動停止にディーゼ

ル油が使用されている。本計画で建設される発電設備の燃料も、前回協力の発電設備が使用している

燃料と同様のものが使用される予定で、この高位発熱量は 40.9 MJ/kgである。 

③ 潤滑油の組成 

潤滑油は発電設備製造会社により推奨される組成が異なる。しかし既設の発電所は燃料油と同様に

｢シ｣国内で入手可能なシェル石油から潤滑油を購入しており、タイプは SAE-40及び 30であるが、本

計画では、回転数が 750 rpm以下なので SAE-40を使用することを推奨する。 

④ 冷却水 

既設キングトム発電所の冷却水は、フリータウン市の上水道網を利用しており、同水質は、全硬度

が 126 mg/㍑ （前回協力ＢＤ調査結果）であり、我が国の水道基準（300 mg/㍑以下）と比較すると飲

料水としては使用できるが、ラジエータ、一次冷却水冷却器等用としては硬度が高く、機器内にスケ

ールが付着する恐れがある。そのため、本計画では全硬質を 10 ppm以下にするために、簡易型の軟

水装置を設置し、水道水を冷却水として使用する。 

2) 計画内容 

① エンジン出力と発電機容量の検証 

本計画で整備される発電設備の出力は下記を考慮して決定する。 

(ｱ) 本計画の目標年次を本計画完成時（2009年）から 3年後の 2012年とする。 

(ｲ) 既設設備を含めて最も出力の大きな発電機（ブンブナ水力を除く）が点検や故障で運転を停止したと

しても、目標年次の電力需給バランスを確保できる発電設備規模を選定する。 

(ｳ) ベース負荷に対応した連続運転が可能な（年間 8,000時間以上の運転）発電設備を選定する。 

2012 年における最大需要電力は 56.9 MW と予想され（添付-6：フリータウン電力系統の電力需要

想定 参照）、本計画以外の発電機の合計出力 54.1 MWから最大容量の発電機出力 6.4 MWを差し引い

ても供給力が電力需要を上回るためには、本計画で整備される発電機の総出力は 9.2 MW以上とする

必要がある。 

 なお、メーカーによりエンジン仕様等は、同一ではなく多少の違いがあるので、下記は一応の目安

とする。 
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・エンジン出力 

P 
Pe≧ 

0.7355×η 
＝ 7,553 PS 

Pe ：エンジン出力（PS、ﾒｰﾄﾙ馬力） 

P ：発電端出力（5,000kW） 

   η ：発電機効率（90 ％と仮定する） 

 

・発電機容量 

P 
PG＝ 

Pf 
＝ 6,250 kVA 

PG ：発電機容量（kVA） 

P ：発電端出力（5,000 kW） 

   Pf ：発電機力率  0.8 

    

(ｴ) 単機容量 5 MWクラスのベース負荷用発電設備は経済的な運転・維持管理の実施のために、一般的に

エンジン回転数 750 rpm以下の中速機を採用しており、運転実績も多い。よって本計画で整備される

ディーゼル発電設備においても、エンジンの回転数が 750 rpm以下の中速機を採用する。 

② 機械設備計画 

a) 燃料供給計画 

キングトム発電所には容量 1,650 m3の既設重油燃料タンクが 1基あるのみであり、既設設備の発

電出力を考慮するとタンク容量は少ないが、NPAは自前のタンクローリを所有しており、適宜燃料

の補充は可能と考えられることから、既設の燃料タンク容量で安定した電力供給が可能と判断され

る。 

本計画で使用する重油に含まれる不純物を除去するために、既設燃料タンクから送られる重油を

バッファータンクで受け、タンクに設置の電気ヒーターで昇温し、重油清浄機で不純物を除去後、

燃料小出槽に送ることとする。 

エンジンへの燃料供給は、燃料小出槽から燃料移送ポンプで供給する。燃料油系統図を基本設計

図 G-M02に示す。 

 

重油小出槽 

重油小出槽は、当該発電設備が約 2時間運転するために必要な容量とする。容量は下記により計

算される。 

Vs = V × 5,000 kW × 2時間 ≒ 2.2 m3 
但し、 

Vs ：重油小出槽の容量 

V ：発電設備（定格出力 5,000 kW）1台当たりの燃料消費量（210 g / kWh）。但し燃料の比

重を 0.96と仮定する。 

 

従って重油小出槽の公称容量は、空間容積を 15 %考慮し、2.5 m3とする。 

 

ディーゼル油小出槽 

ディーゼル油小出槽はディーゼルエンジンの起動及び停止時に使用する。よって、ディーゼル油
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小出槽はディーゼルエンジンの起動及び停止に必要な時間（1.5 時間）をカバー出来る量を保有出

来る容量とする。 

重油小出槽と同様に下記により計算される。 

Vs = V × 5,000 kW × 1.5時間 ≒ 1.9 m3 
但し、 

Vs ：ディーゼル油小出槽の容量 

V ：発電設備（定格出力 5,000 kW）1台当たりの燃料消費量（210 g / kWh）。但し燃料の比

重を 0.85と仮定する。 

 

従って、ディーゼル油小出槽の公称容量は、約 15 %の空間容量を考慮すると 2.2 m3となり、重油

小出槽とほぼ同等であることから、重油小出槽と同じ 2.5 m3とする。 

b) 潤滑油設備 

当該発電所には共用の潤滑油設備がないため、本計画で当該発電設備専用の潤滑油設備を設ける

こととする。 

潤滑油は発電建屋の屋外のドラム缶から潤滑油移送ポンプでエンジンに供給する。基本設計図

G-M03に潤滑油系統図を示す。 

c) 冷却水設備 

前述〔3-2-2-3 (1) ,1) ④項参照〕したとおり、既設の水タンクに貯留されている市水を、硬度を改

善するための軟水装置を通した後、冷却水として利用する。冷却方式は前回協力で建設した既設設

備と同様にラジエータ方式を採用する。また、軟水装置を通した後の水の一部は重油及び潤滑油清

浄機へも供給する。 

基本設計図 G-M04に冷却水系統図を示す。 

d) 圧縮空気設備 

本計画で整備するディーゼルエンジンの起動用として、ディーゼルエンジン 1台に対し 1組の圧

縮空気設備を設置する。なお同設備は、7 号機と 8 号機の圧縮空気設備を配管で接続し、非常時に

相互利用できるように配慮する。 

基本設計図 G-M05に圧縮空気系統図を示す。 

なお現地は湿度が高いため、圧縮空気槽には自動排水弁を設け、同圧縮空気槽の二次側配管を降

圧と低圧に分け、減圧した低圧空気系統に乾燥機を設ける。低圧空気系統は、制御系統、重油及び

潤滑油清浄機に圧縮空気を供給するものである。 

e) 吸排気設備 

エンジン燃焼用吸気及び燃焼ガスの排気は、専用のダクトにより必要な外部空気を過給機を通じ

て吸入し、燃焼後、消音器を経由して外部へ放出する。基本設計図 G-M06 に吸・排気ガス系統図

を示す。 

なお、発電機の冷却及び DEG 室の昇温防止のためブロワ室に吸気ブロワを設置し、排気は発電

建屋の屋根に設けらる排気用ガラリから排出する。 

f) スラッジ処理設備 

当該発電所の既設スラッジ処理設備は処理能力が十分で無く、環境への影響が懸念されることか
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ら、本計画では、別途スラッジ処理設備と廃油焼却設備を設置する事とし、環境への影響の低減を

図る。基本設計図 G-M07にスラッジ処理系統図を示す。 

g) 配管経路 

当該発電設備に必要で、屋外に敷設される配管は下記の種類がある。配管には運転に必要な色分

け及び流れ方向を明記することとする。 
－燃料油配管 
－潤滑油配管 
－冷却水配管 
－圧縮空気配管 
－廃油配管 
－排水配管 

③ 電気設備 

本計画で建設される発電設備の発電電圧は、既存設備と同様に 11 kVとする。これは、既設高圧配

電盤（11 kV）への接続に変圧器が不用となり経済的であるとともに、既設設備との整合性が確保さ

れるためである。補機類への電源供給方式はユニット方式を原則とし新設発電設備 1台が停止しても

最小限の保守電力が供給可能なバックアップ方式を採用する。主な電気設備の計画内容は以下のとお

りである。 

a) 現場制御盤 

発電設備の機側に設置し、発電設備の起動、停止、制御、計測、警報発信等に用いる現場操作盤。 

b) 発電機制御・監視盤 

本計画で整備される発電設備、高圧盤、補機等を発電建屋内の電気室で一括監視、制御するため

の制御・監視盤を設ける。ブラシレス・サイリスタ方式の励磁用制御装置を発電機制御盤内に設け、

発電機の同期投入操作も本制御盤で行う。なお、同盤は静止機器を内蔵しているので空調設備を考

慮する。 

c) 遠方監視盤 

既設コントロールルームに設置される監視盤で発電設備の出力状態の表示を行う。制御機能は保

持しない。 

d) 直流電源装置 

当該発電設備及び補機の起動、停止、制御、計測、警報等用の電源として、直流電源装置を発電

建屋内の電気室内に設置する。電圧は 110 Vとする。 

e) 低圧動力盤 

発電設備の補機への動力供給と起動、停止用の動力盤を設ける。この盤には、必要な計測機器及

び警報設備を設ける。 

f) 接地設備 

キングトム発電所では共通接地方式を採用している。従って当該発電設備においても以下の接地

設備毎に、既設接地網に接続する。 

－電力系統の地絡保護を目的とした接地設備 

－金属体、電気機器からの感電防止を目的とする接地設備 

－落雷から施設・機材を守る避雷設備 
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g) ケーブル敷設経路 

発電設備から 11 kV高圧配電盤、遠方監視盤までの電力及び制御ケーブルは、既設発電建屋に既

に敷設されているピット及び電線管を使用して布設する。 

なお、ピット内には、ケーブル・トレイ等を設け、ケーブルの保守性を良くする。 

h) 11 kV高圧設備 

- 11 kV 高圧配電盤 

既設建屋内の電気室に 11 kV配電用遮断器盤を設ける。同遮断器盤には、操作スイッチ、表示ラン

プ等を設けると同時に、既設と列盤構成となることから、盤の形状は既設設備と同一とすることが好

ましい。なお、本遮断器盤の操作用電源は、既設から分岐するため、直流 220 Vとし、スペースヒー

タ用は交流 240 Vとする。 

- 発電機遮断器盤、所内動力盤 

発電建屋内の電気室に発電機用遮断器盤、所内動力盤を設ける。同遮断器盤には、操作スイッチ、

表示ランプ等を設ける。 

i) 発電機保護継電器盤 

発電建屋内の電気室に発電機用保護継電器盤を設け、11 kV高圧配電盤を含む各遮断器の入切り

の制御、監視を行う。 

j) 所内変圧器 

当該発電機の補機設備の電源用として、屋外型の所内変圧器を設置する。当該変圧器は既設と同

様に標準容量である 630 kVAとする。同変圧器は 11 kV及び低圧ケーブルの延長と保守性を考慮し

て、屋外に設置し、防火壁を設ける。 

k) 全停起動用ディーゼル発電機 

キングトム発電所の発電機が全台停止中であっても、本計画で供与されるディーゼル発電機の内

1 台が起動できるよう、起動に必要な最低限の補機に電力を供給するための移動式パッケージ型デ

ィーゼル発電機を整備する。尚、発電機容量は機器納入メーカーの基準による。 

3) 主要機器の概略仕様 

前述した設計方針、設計基準、設計条件、施設・機材配置計画等に留意し、本計画で建設される発電

設備の主要機器の仕様を以下のとおり策定する。 

表 3-2-2-3-(1) 発電設備主要機器の概略仕様 

番号 主 要 機 器 名 概  略  仕  様 

１． ディーゼルエンジン 運 転 定 格：連続（ベース負荷運転） 
出    力：発電端 5,000 kW以上 
回  転  数：750 rpmを超えない 
エンジン形式：4ストロークサイクル、トランクピストン型、過給

機付き水冷式 Vタイプのディーゼル機関 
冷 却 方 式：ラジエーター方式 
燃  料  油：重油及びディーゼル油 
そ  の  他：共通台板式防振支持装置付き 

２． 発電機 運 転 定 格：連続 
出    力：6,250 kVA（5,000 kW）以上 
周  波  数：50 Hz 
相    数：3相 
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番号 主 要 機 器 名 概  略  仕  様 
定 格 電 圧：11 kV 
回  転  数：エンジンと同じ 
力    率：0.8（遅れ） 
巻線接続方式：Y接続、中性線引出し 
絶 縁 階 級：F 

３． 機械設備  
3.1 燃料供給設備  

(1) 重油設備  
 ① 重油移送ポンプ モーター、ギアーポンプ、フィルター含む 
 ② 重油バッファータンク 鋼板製、2.5 m3、電気ヒーター 
 ③ 重油洗浄装置 水洗式（残留ナトリウム 20 ppm以下） 
 ④ 重油清浄機ユニット 遠心式 
 ⑤ 重油小出槽 鋼板製、2.5 m3、電気ヒーター 

(2) ディーゼル油設備  
 ① ディーゼル油移送ポンプ モーター、ギアーポンプ、フィルター含む 
 ⑤ ディーゼル油小出槽 鋼板製、2.5 m3 

(3) 共通設備  
 ① 燃料流量計 階級 0.5以下、フィルター含む 
 ② 燃料コシ器 一次、二次バケット式 
 ③ 燃料調圧弁 自力式 
 ④ ラインヒーター 電気式 
 ⑤ 粘度コントローラー 自動制御式 
 ⑥ 燃料ドレンタンク 200㍑ 
 ⑦ 燃料ドレンポンプ モーター、ギアーポンプ、フィルター含む 
3.2 潤滑油設備  
 ① 潤滑油移送ポンプ モーター、ギアーポンプ、フィルター含む 
 ② 潤滑油サンプタンク 約 7 m3 
 ③ 潤滑油プライミングポンプ モーター、ギアーポンプ含む 
 ④ 潤滑油冷却器 プレート式、自動温度調整弁含む 
 ⑤ 潤滑油主コシ器 バケット式 50μ、自動逆洗付き 
 ⑥ 潤滑油清浄機ユニット 遠心式、自動排出装置含む 
 ⑦ 潤滑油調圧弁 空圧作動式 
 ⑧ ﾀｰﾎﾞﾁｬｰｼﾞｬｰ潤滑油装置 サンプタンク、移送ポンプ、フィルター、冷却器 
3.3 冷却水設備  
 ① HT/LT緩衝タンク 鋼板製、0.5 m3 
 ② HT/LT冷却水ポンプ モーター、渦巻ポンプ含む 
 ④ 冷却水温度調整弁 自力式 
 ⑥ ラジエター 2層式、垂直流ファン、銅製冷却管 
 ⑦ 2次冷却水ポンプ モーター、渦巻ポンプ含む 
 ⑧ 軟水装置 イオン交換樹脂式 
 ⑨ 軟水供給ポンプ モーター、渦巻ポンプ含む 
3.4 圧縮空気設備  
 ① 空気圧縮機 圧力 25 kg/cm2、電動機駆動 
 ② 圧縮空気槽 連続 3回起動可能な容量、自動排水弁付 
 ③ 減圧弁 自力式 
 ④ 乾燥機 電気式 
3.5 吸排気設備  
 ① 吸気ダクト 鋼板製、円形 
 ② 吸気フィルター 自動クリーニング式 
 ③ 吸気消音器 水平式 
 ④ 排気消音器 排気筒付き 
 ⑤ 排気ダクト 鋼板製、円形 



3-15 

番号 主 要 機 器 名 概  略  仕  様 
 ⑥ 吸気ブロワ 軸流式 
3.6 スラッジ処理設備  
 ① 油水分離タンク 重力式、約 2 m3 
 ② 廃油ポンプ モーター、スクリューポンプ、0.5 m3/時 
 ③ 油水分離装置 残留油分 50 ppm 以下 
 ④ 焼却炉 0.5 m3/時、補助燃料・廃油タンク付 
４． 電気設備  
 ① 11 kV高圧配電盤 11 kV遮断器、630 A、50 Hz、20 kA（1秒） 
 ② 補機用低圧動力盤 自立型、補機制御盤を含む 
 ③ 発電機制御盤 自立型、AVR盤、同期盤を含む 
 ④ 発電機遮断器盤 11 kV遮断器、630 A、25 kA 
 ⑤ 所内動力盤 11 kV遮断器、630 A、25 kA 
 ⑥ 保護継電器盤 発電設備用 
 ⑦ 直流電源設備 全閉密封型鉛蓄電池、110 V 
 ⑧ 所内変圧器 屋外自冷型、630 kVA  11 / 0.415 kV 
 ⑨ 起動用発電機 415 / 240 V（容量はメーカーの推奨値とする。） 
 ⑩ 遠方監視盤 デスク型、発電設備の監視用 

4) 発電建屋の建設計画 

① 計画内容 

本計画で新設される発電建屋は、既設キングトム発電所敷地内に新設され、以下の内容を含む。 

a) 発電建屋 １棟 鉄骨造一部 2階建て 

   建築面積約 632 m2、延面積約 1,087 m2 

b) 設備基礎 １式 DEG、補機類及び盤類等の基礎 

c) 外構工事 １式 雨水排水、屋外照明 

② 敷地・施設配置計画 

当該敷地は既設キングトム発電所のほぼ中央に位置し、約 48.6 m（東西）x 21.6 m（南北）の大き

さであり、基礎の大きさ、通路等を考慮すると敷地一杯に建物を建設するのは難しい。また、発電所

敷地内には他に建設敷地候補となるスペースはない。敷地北側には既設の発電機建屋があり、他の 3

方向は構内道路となっている。当該敷地は発電所敷地のほぼ中央に位置することから、周辺民家等へ

の騒音・振動等による影響は少ない。 

③ 施設の主要機能と建築計画 

当該発電設備には、以下の諸室を計画する。 

a) 発電機室 

5 MW発電機 2台及び補機類を設置する部屋で、保守点検が容易にできる広さを持った配置計画

とする。発電機寸法は長さ約 11 m、幅約 3 m、高さ約 4 m（コモンベッドを含む）である。補機類

としては、燃料及び潤滑油ポンプ、フィルター、空気圧縮機、圧縮空気槽、廃油タンク等がある。

それらを適切に配置でき、さらに部品の点検・補修のための面積を含めて 24.5 m x 16 mの平面

寸法とする。また、エンジン部品の修理点検用として 5トン天井クレーン（ガントリー式、ペンダ

ントタイプ）を設置する。 

b) 電気室 

発電用監視制御盤、発電機遮断器盤、所内動力盤等を設置する電気室で、保守点検に支障のない
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ように平面配置とし DEGルームとの壁には点検・監視用窓を付ける。 

c) ブロワー室 

エンジン及び発電機からの発熱で DEG ルームの高温化を防ぐための外気を取り入れる換気設備

で、ブロワー設備を設置する。 

d) 床面積・設備 
表 3-2-2-3-(2) 床面積・設備表 

部屋名 面積（㎡） 設   備 

サンプピット 343 照明、非常用照明 
発電機室 392 照明（昇降式）、非常用照明、換気、自動火災報知、消火器

電気室 112 
照明、非常用照明、空調換気、自動火災報知、消火器、 
インターホン 

ブロアー室 112 照明、自動火災報知 
その他 128 照明 

合計 1,087  

e) 主要構造部仕様 
表 3-2-2-3-(3) 主要構造部仕様表 

名   称 構造仕様 
基礎 鉄筋コンクリート造、直接基礎 
土間、配管及びケーブル用ピット 鉄筋コンクリート造 
2階床 デッキプレート敷きの上に鉄筋コンクリート造スラブ 
柱・梁 鉄骨造、溶融亜鉛メッキ仕上げ 

f) 外部仕上げ 
表 3-2-2-3-(4) 外部仕上げ表 

名   称 仕  上  げ 

上部屋根、外壁 耐塩塗装着色亜鉛メッキ鋼板 
下部屋根 塗膜防水、保護コンクリート金こて仕上げ 
腰壁 コンクリートブロック塗装仕上げ 

g) 内部仕上げ 
表 3-2-2-3-(5) 内部仕上げ表 

名   称 部位 仕  上  げ 

床 コンクリート金こて仕上げ 
壁 コンクリート打ち放し サンプピット 

天井 コンクリート打ち放し 
床 コンクリート金こて仕上げ、耐油塗装仕上げ 
壁 セメント板下地、グラスウール吸音板張り 発電機室 

天井 セメント板下地、グラスウール吸音板張り 
床 コンクリート金こて仕上げ、防塵塗装仕上げ 

壁 
セメント板下地、塗装仕上げ 
コンクリートブロック下地、塗装仕上げ 

電気室 

天井 石膏ボード下地、岩綿吸音板張り 
床 コンクリート金こて仕上げ 
壁 セメント板下地、グラスウール吸音板張り ブロアー室 

天井 セメント板下地、グラスウール吸音板張り 
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④ 施設の主要機能と建築計画 

発電機室の天井高さは、天井に設置される保守用 5トンクレーンでシリンダーの吊上げ可能な高さ

とし、クレーンの吊代 7.0 mを確保する。 

⑤ 構造計画 

a) 建屋主要構造 

主構造は鉄骨造を採用する。この構造形式により工期の短縮及び建物の重量低減ができ、基礎へ

の負担を少なくすることができる。また、発電機室内に柱を建てることなく、大きな空間を構築す

ることが可能となる。建設予定地が海岸に面しているため鉄骨部材は溶融亜鉛メッキを施し、塩害

耐性を高める仕様とする。 

b) 基礎構造 

建設予定地位置で実施した地質調査の結果、敷地地盤はやや緩めの砂質土主体の地盤であること

がわかった。また、表面から 2～2.5 m 程度の範囲は砂利層となっている。ここには以前発電機が

設置されており、発電機設置のために地表部のルーズな地盤を砂利層に置き換えたものではないか

と想定する。 

本建屋計画では発電機周りにサンプピットが計画されており、深い基礎は砂利層よりも下位の砂

質地盤、浅い基礎は砂利層を支持地盤とする直接基礎を採用する。なお、建屋主要構造のところで

述べているごとく、上屋は鉄骨造として基礎への負担軽減を図る。 

⑥ 建築設備 

主要諸室の建築設備は、以下のとおりとする。 

a) 照明設備 

屋内照明の照度基準は JIS規格を準用し、照明器具は原則として蛍光灯または水銀灯を採用する。 

b) 空調設備 

電気室に空調設備を設置する。 

c) 換気設備 

発電機室及び電気室に室内換気用ファン及びガラリ等による自然換気を考慮する。 

d) 消火/自動火災報知設備 

初期消火用として ABCタイプの消火器（10 kg）を発電機室、電気室に配置する。なお、発電機

室には燃料及び潤滑油等の可燃物があるので、泡消火器（20 ㍑）を設置する。また、各部屋には、

煙感知型の自動火災報知設備を設置し、火災警報は既存発電機建物 2階の制御室内の受信盤に表示

する。 

e) クレーン設備 

本計画では、エンジンの維持管理のため、シリンダー等の主要部品の引き抜きが可能な容量の 5

トン天井クレーンを設置する。 

f) 設備基礎 

エンジン発電機、補機、電気設備等の基礎を建設する。 
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(2) フリータウン配電網整備 

1) 基本事項 

変電所建設に必要な設備・機材の選定に当たっては、変電所完工後の設備の運転操作及び維持管理の

容易性と安全性に留意する。変電設備は、基本的には NPA の維持管理要員による現場監視・制御方式

とし、適切な監視を行う為に屋外にも照明設備を設ける。 

33 / 11 kV配電用変圧器及び高圧盤は、本計画地域の気象条件を考慮した設計とし、また、住民への

安全に配慮し、変電所の周囲及び変圧器の回りにはフェンスを設置するものとする。 

なお、33 kV並びに 11 kV配電線は、下記事項を考慮し、地中または架空配電方式（一部は既存低圧

配電線との共架方式となる。）を適宜採用する。 

・ 道路幅が狭く、既定のRight of Way（道路占有地）の確保が難しい地域がある。 

・ 成長の早い樹木の接触等による配電線地絡事故発生の恐れがある地域ではそれ等を未然に防ぐ様考

慮する。 

・ 既設 11 kV配電線がある地域は、可能な限り同一ルートに建設し、維持管理の簡素化を図る。 

2) 計画内容 

本計画のフリータウン配電網整備に関する計画内容は、以下のとおりである。 

① 33 kVリージェント変電所の建設 

主要項目： ・33 kV, 11 kV屋内型配電盤 1 式 
 ・配電用変圧器（33 / 11 kV 、5 MVA）1 台 
 ・所内用変圧器（11 kV/415-240 V 、630 kVA）1 台 
 ・その他必要な付帯設備及び基礎 1 式 

② リージェント変電所とウイルバーフォース変電所間 33 kV配電線路の建設 

(a) 33 kV地下ケーブル(約3.2 km)の敷設 

(b) 33 kV架空電線路(約1.3 km)の敷設 

(c) ウイルバーフォース変電所用33 kV屋内型配電盤(1式)の設置 （既設と列盤） 

③ 11 kV 配電線路の建設 

(a) キングトム発電所とコンゴクロス変電所間： 

i) 架空配電線路：約 3.3 km 

ii) 地下ケーブル：約 0.5 km 

iii) 11 kV配電盤:1面（キングトム発電所の電気室に設置） 

(b) コンゴクロス変電所とウイルバーフォース変電所間： 

i) 架空配電線路：約 2.5 km 

④ 11 kV 配電線路の材料の調達 

(a) ファルコンブリッジ変電所とブラックホールロード変電所 

i) 架空配電線路：約 0.8 km 

ii) 地下ケーブル：約 2.6 km 

(b) リージェント変電所と下記配電用変電所間 

i) グマ貯水場：約 1.3 km 

ii) ラジオ送信所：約 1.6 km 

iii) ウィルバーフォース線：約 100 m 
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(c) 配電用変電所の建設 

i) グマ貯水場：変圧器（500 kVA 1台、200 kVA 1台）、RMU 2式、低圧配電盤 2式 

ii) ラジオ送信所：変圧器（315 kVA 1台、200 kVA 1台）、RMU 2式、低圧配電盤 2式 

⑤ 配電網の保守用動工具と予備品の調達 

3) 主要機材の概略仕様 

3-1）リージェント変電所用設備 

① 33 / 11 kV変圧器の概要 

a) 容量 

リージェント変電所に設置される 33 / 11 kV配電用変圧器の容量は、本計画の竣工 5年後（2014

年）における最大需要電力を基に、負荷の力率（0.85）を勘案した上、変圧器標準容量の中から適

切な容量を選定する。また、負荷変動を考慮し、負荷時電圧調整機能付の変圧器を採用する。以上

より、本計画対象地域の変電所に設置される主変圧器の仕様は、以下のとおりとする。 

表 3-2-2-3-(6) 主変圧器仕様 

目標年次（2014年）における需要 
変電所名 最大需要電力 

（kW） 
必要容量（kVA） 

（最大需要電力÷力率 0.85）

33 / 11 kV配電用
変圧器（kVA） 

33 kVリージェント変電所 3,600 4,200 5,000 

b) 機能 

電圧降下対策の目的で主変圧器の 33 kV側に負荷時自動タップ切替装置（電圧調整範囲＋5%～－

15%、1.25%× +4, -12タップ）を設置する。 

② 33 kV受電設備の概要 

33 kV配電線用地中ケーブルを 33 kV高圧盤に引き込む。33 kV配電盤内に配電用遮断器（真空遮

断器、36kV、630A、25kA、1秒、同期チェック機能付）、計測器、保護リレー等を備える。 

③ 11 kV配電設備の概要 

11 kV配電設備は、33 / 11 kV配電用変圧器からの引込回路並びに配電用フィーダーで構成する。 

同配電盤内に、遮断器（真空遮断器、12 kV、630 A、20 kA、1 秒）、計測器、保護リレー、変電所

制御用低圧交流電源設備、直流電源設備（停電時間 60分容量）を備える。 

既存 11 kV配電線は架空線も採用されているので、各 11 kV配電用フィーダーには再閉路方式を採

用し、軽微な地絡事故時にも配電側遮断器を自動的に再投入し電力供給の信頼性を確保する。 

④ 所内設備の概要 

本計画で建設される変電所は、省エネルギー及び運用の容易性を考慮して、屋外照明はフォトセル

付きの自動点灯型とする。なお、変電所内の変電機器間を接続する高圧ケーブルの仕様は、以下のと

おりとする。 
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表 3-2-2-3-(7) 変電所内接続用ケーブルの仕様 

区  間 ケーブルの仕様 備  考 

33 kV配電盤－ 
既設 33 kV送電線間 

18/30 (36) kV、3芯銅導体、95mm2、XLPE絶縁、
PVCシース、アーマー付 

・線路容量 18 MVA を満たす
ものとする。 

33 kV配電盤－ 
主変圧器（33 kV側）間 

同  上  

11 kV配電盤－ 
既設 11 kV配電線間 

6/10 (12) kV、3芯銅導体、185mm2、XLPE絶縁、
PVCシース、アーマー付 

・線路容量 6 MVAを満たすも
のとする。 

11 kV配電盤－ 
主変圧器（11 kV側）間 

同  上  

（注）XLPE：架橋ポリエチレン、PVC：ポリ塩化ビニール 

⑤ 変電所の建設計画 

本計画で建設されるリージェント変電所の建設計画の内容は、表 3-2-2-3-(8)に示すとおりである。 

表 3-2-2-3-(8) 33 kV リージェント変電所の内容 

番

号 
項目／機材 仕様 数量 

1. 構内付帯設備建設  
(1) 屋外照明 ナトリウム灯 250 W、高さ 6m、個別フォトセルスイッチ付 1式
(2) フェンス及びゲート  1式
(3) ケーブルピット及び雨水排水等 油水分離槽を含む 1式
(4) 主変圧器・高圧盤等基礎  1式

2. 主変圧器調達・据付  1台
(1) 型式 屋外型、油入自冷式、負荷時タップ切替装置付、12 kV, 10 kA避雷

器はケーブルボックス内に設置 
3相一括サージカウンター付 

(2) 定格容量／電圧 5 MVA、33 / 11 kV、3相 
(3) 適用基準 IEC/JEC 

3. 33 kV高圧盤調達・据付  3面
(1) 型式 屋内閉鎖型、空気絶縁式、真空遮断器 36 kV、630 A、25 kA 1秒、

引出型、同期装置付、接地装置付 
(2) 適用基準 IEC/JIS/JEM 

4. 11 kV高圧盤調達・据付  
(1) 型式 屋内閉鎖型、空気絶縁式、真空遮断器、引出型 
(2) 適用基準 IEC/JIS/JEM 
(3) 内訳 1) 受電用（12 kV, 630 A, 20 kA, 1秒） 

2) 配電用（12 kV, 630 A, 20 kA, 1秒） 
3) 所内変圧器用（12 kV, 630 A, 20 kA, 1秒）接地装置付 

1面
4面
1面

5. 低圧盤調達・据付  1面
(1) 型式 屋内閉鎖型、空気絶縁式 
(2) 適用基準 IEC/JIS/JEM 
(3) 蓄電池 全密閉型アルカリ蓄電池 110 V（停電時間：1時間）DC分電盤付

6. 11 kV線路開閉器調達 (系統接続用) 4式
(1) 型式 屋内型、垂直１点切り、地上操作ロッド付 
(2) 定格電圧／電流 12 kV/600 A (20 kA) 
(3) 適用基準 JIS/JEC/JEM 

7. 11 kV避雷器調達 (系統接続用) 12個 
(1) 型式 屋内型、ギャップレス型、3相一括サージカウンター付 (1個/相)
(2) 定格電圧 12 kV 
(3) 放電電流 10 kA 
(4) 適用基準 IEC 

8. 33 kV電力ケーブル調達・据付 (系統接続用及び所内用) 1式
(1) 型式 18/30 (36) kV 3芯銅導体ケーブル、XLPE絶縁、PVCシース、アー

マー付 
 

(2) 適用基準 IEC 
(3) サイズ 95 mm2（3芯） 
(4) 付属品 端末処理材等 
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番

号 
項目／機材 仕様 数量 

9. 11 kV電力ケーブル調達(配電線接続用) (系統接続用及び所内用) 1式
(1) 型式 6/10 (12) kV 3芯銅導体ケーブル、XLPE絶縁、PVCシース、アー

マー付 
(2) 適用基準 IEC 
(3) サイズ 70 mm2（3芯） 
(4) 付属品 端末処理材等 

10. 低圧電力・制御ケーブル等調達・据付 (所内用) 1式
(1) 電力ケーブル 600 V XLPE絶縁、PVCシース、銅導体ケーブル 
(2) 制御ケーブル 600 V PVC絶縁、PVCシース、銅導体ケーブル 
(3) 配線工事雑材料 接地工事材料を含む 

3-2）33 / 11 kV配電線 

① ルートの選定 

配電線のルートは、NPAから入手した既存の配電線および電話線等の図面を検討し、NPA技術者と

実際に現地を踏査し、ルート上の障害物等を確認、配電線の地域毎のルートを決定した。基本ルート

は 3-2-3 基本設計図に示すとおりである。 

② 配電線路用導体の種類 

本計画の地中 / 架空配電線路に使用する導体の仕様は、NPA 標準の仕様を採用し、下表のとおり

とする。 

表 3-2-2-3-(9) 33 / 11 kV 配電線用導線の仕様 

項目 ケーブルの仕様 備  考 

33 kV架空線 鋼心アルミより線、120mm2 
線路容量 455 A(25 MVA)
を満たすものとする。 

33 kV地中線 
18/30 (36) kV、銅導体、XLPE絶縁、PVCシ
ース、95mm2 (3芯) アーマー付 

線路容量 18 MVAを満た
すものとする。 

11 kV架空線 硬アルミ合金より線、120mm2 
線路容量 455 A(8.7 MVA)
を満たすものとする。 

11 kV地中線 
6/10 (12) kV、3芯銅導体、185mm2、XLPE
絶縁、PVCシース、アーマー付 

線路容量 6 MVA を満た
すものとする。 

（注）XLPE：架橋ポリエチレン、PVC：ポリ塩化ビニール 
 

配電線路用導体の調達数量は、図面上計測される平面距離（設計数量）に対し、余裕率 1.05（工事

補給数量率：5%）を乗じて算出する。なお、据付工事計画数量は設計数量に余裕率 1.03 を乗じて算

出する。従って本計画で建設または調達する 33 / 11 kV配電線の数量は表 3-2-2-3-(10)に示すとおりで

ある。 

表 3-2-2-3-(10) 33 / 11 kV 配電線数量 

（単位：m） 

No. 項目 33 kV 
（架空 / 埋設） 

11 kV 
（架空 / 埋設） 

1. ①設計数量 1,300 / 3,200  9,600 / 3,100 

2. ②調達計画数量（①×1.05） 1,370 / 3,360 10,100 / 3,260 

3. ③据付工事計画数量（①×1.03） 1,340 / 3,340  9,900 / 3,200 
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③ 敷設方法 

本計画で調達される 33 / 11 kV配電ケーブルは地中に直接埋設されるが、道路横断部は保守性を考

慮しコンジット内敷設とする。埋設深さは原則として土被りを 1.0 mとし、敷設したケーブルの上部

（地下約 30 cm）にはケーブル埋設表示シートを敷設する。埋設ルートは、NPA 基準にしたがって、

既存道路中心から 10 m以内の車道脇（道路占有地）とする。 

④ 維持管理 

地中埋設線の事故時の復旧作業を容易にするため､ケーブル事故点探査装置を供与する。 

 

3-2-3 基本設計図 （添付資料-5 参照） 

 図面番号 図面名称 
全体計画 G-E00 11 / 33 kV フリータウン電力系統図 
   
キングトム発電所 G-G01 キングトム発電所全体配置図 
 G-G02 キングトム発電設備配置図 
 G-A05 キングトム発電建屋立面図 
 G-E01 キングトム発電所全体単線図 
 G-M00 キングトム発電所全体系統図 
 G-M02 キングトム発電所燃料系統図 
 G-M03 キングトム発電所潤滑油系統図 
 G-M04 キングトム発電所冷却水系統図 
 G-M05 キングトム発電所圧縮空気系統図 
 G-M06 キングトム発電所吸気･排気系統図 
 G-M07 キングトム発電所廃油処理系統図 
   
配電計画・変電所 D-G01 33 kV ケーブルルート図：ウイルバーフォース変電所～リージェント

変電所 
 D-G02 11 kV ケーブルルート図：キングトム発電所、コンゴクロス～ウイル

バーフォース変電所 
 D-G03 11 kV ケーブルルート図：ファルコンブリッジ変電所～ブラックホー

ルロード変電所 
 D-G11 リージェント変電所配置図 
 D-E11 全体単線図：リージェント変電所 
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3-2-4 施工計画/調達計画 

3-2-4-1 施工/調達方針 

本計画は、我が国の無償資金協力制度の枠組みに従って実施される。従って、本計画は我が国政府によ

り事業実施の承認がなされ、両国政府による交換公文（E/N）が取り交わされた後に実施に移る。以下に本

計画を実施に移す場合の基本事項及び特に配慮を要する点を示す。 

(1) 事業実施主体 

｢シ｣国側の本計画実施の責任・監督機関は、エネルギー・電力省 (Ministry of Energy and Power: MEP)で

ある。また本計画の据付け工事完了後は、同省の監督下にあるシエラレオネ電力公社 (National Power 

Authority: NPA)が当該設備の運営・維持管理を担当する。従って、MEP及び NPAは、我が国の無償資金

協力制度の枠組みに従って｢シ｣国側によって選定された日本のコンサルタント及び請負業者と密接な連

絡並びに協議を行い、本計画の実施を円滑に進めるため、本計画を担当する責任者を選任する必要がある。 

上記責任者は、発電所並びに配電部門の職員及びフリータウン市の住民に、本計画の内容を充分に説

明・理解させ、本計画の実施に対し協力が得られるように指導する必要がある。 

(2) コンサルタント 

本計画の機材調達・据付け工事を実施するため、日本のコンサルタントが｢シ｣国政府と設計監理契約を

締結し、本計画に係わる実施設計と施工監理業務を実施する。また、コンサルタントは入札図書を作成す

ると共に、事業実施主体である NPAに代わり、入札資格審査と入札実施業務を代行する。 

(3) 請負業者 

我が国の無償資金協力の枠組みに従って、公開入札により｢シ｣国側により選定された日本国法人の請負

業者が、本計画の資機材の調達及び据付け工事を実施する。 

請負業者は本計画の完成後も、引き続き予備品の供給、故障時の対応等のアフターケアーが必要と考え

られるため、請負業者は当該設備の引き渡し後の連絡調整についても十分配慮する必要がある。 

(4) 技術者派遣の必要性 

本計画の発電所建設工事は、運転中の既設発電所内で発電設備の据付けを実施する工事であり、基礎、

建屋等の既設施設との取合調整並びに制御システム等の既設設備との連携・調整などを行う必要がある。

また、変電所建設と送電線敷設工事も一般市民の多い住宅地域あるいは交通の多い国道沿いの工事となる。

そのため、工程管理、品質及び安全の確保のため、工事を一貫して管理・指導できる現場主任の派遣が不

可欠である。 

土木基礎工事については、｢シ｣国に大型の発電設備工事に関する充分な技術を保有している技能工が少

なく、品質、工程管理のための請負業者からの日本人技術者の派遣が必要である。更に、当該発電設備と

変電設備の据付け工事には、設備の機能・構成に関して幅広い知識と熟練した技術が必要である。従って、

当該設備の据付け期間及び試運転・調整時にそれぞれの専門家を、設備製造会社から派遣する必要がある。 
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3-2-4-2 施工/調達上の留意事項 

(1) ｢シ｣国の建設事情 

「シ」国では建設工事に携わる作業員（労務者）の確保は可能であるが、工程、品質、安全管理等の専

門技術を持った熟練作業員や技術者は少ない。従って、日本の請負業者は必要に応じて日本から技術者又

は熟練作業員を「シ」国へ派遣する必要がある。 

(2) 施工計画上の留意点 

1) 当該地の過去 30年間の月間平均降雨量は、最少が 1月で 9.5 mm、最大は 8月で 805.6 mmであり、

一年中降雨がある。従って掘削作業及び高圧ケーブルの端末処理作業については雨よけ及び雨水排

水計画を立案する等、雨水対策を考慮すると共に工程計画上の留意が必要である。 

2) 発電設備の据付工事は、我が国の無償資金協力の仕組の内で規程された工期内に工事を完了させる

為、発電所建屋工事、機械・電気設備工事等と並行して実施し、既設発電設備との接続工事に当た

っては、停電に伴う住民への影響を最小限とすると共に工程の短縮を図る。 

3) 配電線工事の実施に当っては、停電や道路の交通規制等、市民生活への影響を最小限とする様、施

工計画を策定する。 

4) 埋設ケーブルの掘削に際しては、既設下水配管及び電話線に十分注意して作業をすると共に、電話

線の拡張工事等との工事時期が重ならないような工程を立案する必要がある。 

5) 発電所建設工事においては、契約工期を厳守するため発電機据付工事と建築仕上・設備工事が同時

進行となるため、日常の安全管理に留意する必要がある。 

6) 既存樹木の伐採等を伴う工事が発生した時は、時期、伐採規模等を事前に NPA に確認し、かつ、

環境破壊及び住民問題とならないように関係省庁の確認及び住民の理解を得るよう対処する。 

 

3-2-4-3 施工/調達・据付区分 

我が国と｢シ｣国側の施工負担区分は表 3-2-4-3-(1)に示すとおりである。 

本計画で調達が計画されている発電設備用の予備品・維持管理用道工具の保管場所は、キングトム発電

所内の資材保管場所を使用する。また、変電設備用の予備品・維持管理用道工具は、NPA のブラックホー

ルロード変電所内の倉庫を推奨する。 
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表 3-2-4-3-(1) ｢シ｣国側の施工負担区分 

資機材調達 据付工事等 
施工負担項目 

日本国 ｢ｼ｣国 日本国 ｢ｼ｣国
備  考 

A. 発電設備      

1. ディーゼルエンジン発電設備 ○  ○  定格出力 5 MW×2台 
2. ディーゼルエンジン用機械補機設備      

(1) 重油供給システム 
○  

○  既設重油供給配管の取合フラ
ンジ以降が対象 

(2) ディーゼル油供給システム 
○  

○  既設ディーゼル油供給配管の
取合フランジ以降が対象 

(3) 潤滑油系統 ○  ○   
(4) 冷却水系統 ○  ○   
(5) 圧縮空気系統 ○  ○   
(6) 吸排気系統 ○  ○   
(7) ｽﾗｯｼﾞ処理系統及び焼却設備 ○  ○   
(8) 配管類 ○  ○   

3. ディーゼルエンジン用電気補機設備      
(1) 機側制御盤及び保護盤（電気室に設
置） ○ 

 
○ 

 集中制御監視盤は既設制御室

に設置 
(2) 11 kV 遮断器盤 ○  ○   

(3) 所内変圧器 ○  ○   

(4) 補機用動力盤 ○  ○   
(5) 配線類 ○  ○   

4. 火災検知器及び消火設備 ○  ○   
5. 予備品（2年分） ○   ○*1 *1 保管 
6. 保守用道工具、試験器具 ○   ○*1 *1 保管 
7. 竣工試験 ○  ○   
8. 実地教育（OJT） ○*2  ○*3 ○*4 *2 教材, *3 実施, *4 受講 

9. 建設予定地の敷地造成（既設基礎の撤去、
配管の移設を含む） 

 
○ 

 ○*5 ○*5 日本側工事着手前に完
了 

B. 33 / 11 kV 配電設備      

1. ウィルバーフォース変電所からリージェ
ント変電所までの 33 kV 配電線路の新設 ○ 

 
○ 

 ウィルバーフォース変電所の

33kV配電盤を含む 
2. リージェント変電所の新設 

○ 
 

○ 
 降圧変圧器(33/11 kV 5 MVA),

遮断器、直流電源等を含む 
3. キングトム発電所からコンゴクロス変電
所までの 11 kV 配電線路の新設 ○ 

 
○ 

 キングトム発電所の11 kV 配
電盤を含む 

4. コンゴクロス変電所からウィルバーフォ
ース変電所までの 11 kV 配電線路の新設 ○ 

 
○ 

  

5. ファルコンブリッジ変電所からブラック
フォールロード変電所までの 11 kV 配電
線の新設 

○ 
  

○ 
 

6. リージェント変電所からグマ貯水場及び
ラジオ送信所までの間の配電用変電所に

至る 11 kV 配電線路 
○ 

  
○ 

 

7. 予備品及び保守用道工具（ケーブル事故
点検出機を含む） ○ 

  ○*6 *6 保管 

8. 既設変電所の門扉、フェンスの修理  ○  ○  
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資機材調達 据付工事等 
施工負担項目 

日本国 ｢ｼ｣国 日本国 ｢ｼ｣国
備  考 

9. リージェント変電所用地の取得並びに整
地 

   
○ 

 

10. 工事により影響を受ける需要家への事
前通知 

 
○ 

 
○ 

 

11. 竣工試験 ○  ○   
12. 実地研修（OJT） ○*7  ○*8 ○*9 *7 教材, *8 実施 *9 受講 

C. 415-240 V 配電線の新設（上記 Bに関連するもの） 
1. 導体、配電パネル等  ○  ○ 電力量計を含む 
2. 竣工試験  ○  ○  
3. 予備品  ○  ○  

D. 発電建屋の建設      
1. 工事用道路、敷地造成  ○  ○  
2. 発電建屋の建設 ○  ○   
3. 建屋の空調、電気、通信、給排水設備等 ○  ○   
4. 発電設備の基礎類 ○  ○   
5. 雨水排水設備 ○  ○   
6. 家具類  ○  ○  

E. 仮設工事他      
1. 仮設事務所等の仮設工事 ○  ○   
2. 工事中のNPA用仮設事務所  ○  ○  
3. 資機材置き場、仮設事務所用敷地  ○   資機材置き場 2,000 m2  
4. 変電所の門扉及びフェンス  ○  ○  
5. 工事用電気、水道、電話使用料 ○  ○   
6. 発電設備の無負荷試験までの燃料、潤滑油 ○  ○   
7. 発電設備の負荷試験以降の燃料、潤滑油  ○  ○  
注: ○は施工負担を示す。 
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3-2-4-4 施工監理計画/調達管理計画 

我が国の無償資金協力制度に基づき、コンサルタントは基本設計の主旨を踏まえ、プロジェクトチーム

を編成した上、円滑な業務実施を図る。コンサルタントは工事施工期間中、現地に最低限一人の技術者を

常駐させ、工程監理、品質管理、安全管理を実施する。また、設備の据付、試運転・調整、引渡試験等の

工事進捗に併せて他の専門技術者を派遣し、請負業者が実施するそれら工事の監理を行う。 

更に、必要に応じて、国内及び第三国で製作される資機材の工場立会検査及び出荷前検査に国内の専門

技術者が参画し、資機材の現地搬入後のトラブル発生を未然に防ぐように監理を行う。 

(1) 施工監理の基本方針 

コンサルタントは、本工事が所定の工期内に完成するよう工事の進捗を監理し、契約書に示された品質

を確保すると共に工事が安全に実施されるように、請負業者を監理・指導することを基本方針とする。 

以下に主要な施工監理上の留意点を示す。 

1) 工程監理 

請負業者が契約時に計画した工程と、その進捗状況との比較を以下の項目毎に月及び週毎に行い、遅

れが出ると判断される場合は、請負業者に警告を出すと共に、その対策案の提出を求め、工期内に工事

が完成するように指導する。 

① 工事出来高確認 

② 資機材搬入実績確認 

③ 技術者、技能工、労務者等の歩掛りと実数の確認 

2) 品質管理 

契約図書（技術仕様書、実施設計図等）に示された施設・機材の品質が、請負業者によって確保され

ているかどうかを、下記の項目に基づき監理を実施する。品質の確保が危ぶまれるときは、請負業者に

訂正、変更、修正を求める。 

① 資機材の製作図及び仕様書の照査 

② 資機材の工場検査結果の照査または検査への立会い 

③ 資機材の据付要領書、現場試運転・調整・検査要領書及び施工図の照査 

④ 資機材の現場据付工事の監理と試運転・調整・検査の立会い 

⑤ 施設施工図の照査 

⑥ 施設施工図と現場出来型の照合 

3) 安全管理 

請負業者の責任者と協議・協力し、建設期間中の現場での労働災害、事故を未然に防止するための監

理を行う。現場での安全管理に関する留意点は以下のとおりである。 

① 安全管理規定の制定と管理者の選任 

② 建設機械類の定期点検の実施による災害の防止 

③ 工事用車輌、建設機械等の運行ルートの策定と徐行運転の徹底 

④ 労務者に対する福利厚生対策と休日取得の励行 

(2) 計画実施に関する全体的な関係 

施工監理時を含め、本計画の実施担当者の相互の関係は、下図に示すとおりである。 
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※備考：コンサルタント契約および工事契約には 

日本国政府の認証が必要である。 

日本国政府 

日本のコンサルタント会社 

･ 実施設計図書の作成 
･ 入札図書の作成 
･ 入札業務の代行 
･ 施工監理の実施 

日本の請負会社 

･ 資機材の調達・輸送 
･ 施設建設工事 
･ 資機材調達・据付 
･ OJT の実施 
･ 現地試験および引渡し 

モルディヴ共和国政府 シエラレオネ国政府 

･ 実施設計／入札図書
の確認 

･ 各契約書の認証 
･ 工事進捗報告 

エネルギー電力省(MEP) 

シエラレオネ電力公社(NPA) 

※
工
事
契
約 

交換公文（E/N）

施工監理

※コンサルタント

契 約

国際協力機構 
(JICA) 

 

図 3-2-4-4-(1) 事業実施関係図 

(3) 施工監督者 

工事請負業者は工事契約に基づき、施設建設工事並びに機材据付工事を実施するに当たり、｢シ｣国現地

の施工業者を、下請け契約を結ぶことにより雇用することになる。従って、建設期間中の工程監理、品質

管理、安全管理を下請けの業者にも徹底させるため、請負業者は海外での類似業務経験を持つ技術者を現

地に派遣し、下請け業者の管理を行わせる必要がある。 

 

3-2-4-5 品質管理計画 

コンサルタントの施工監理要員は、契約図書（技術仕様書、実施設計図等）に示された施設・資機材の

品質が、請負業者によって確保されているかどうかを、下記の項目に基づき監理を実施する。品質の確保

が危ぶまれる時は、請負業者に訂正、変更、修正を求める。 

① 資機材の製作図及び仕様書の照査 

② 資機材の工場検査立会い又は工場検査結果報告書の照査 

③ 梱包・輸送及び現地仮置き方法の照査 

④ 資機材の施工図及び据付要領書の照査 

⑤ 資機材に係る工場及び現場における試運転・調整・検査要領書の照査 

⑥ 資機材の現場据付工事の監理と試運転・調整・検査の立会い 

⑦ 施設施工図と現場出来型の照査 

⑧ 竣工図の照査 
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3-2-4-6 資機材等調達計画 

本計画に使用する建設用資機材及び調達対象資機材は、殆んど「シ」国では製造・製作されておらず、

海外から輸入されている。資材の一部（セメント、採石、砂等）は「シ」国の市場で購入可能であるが、

他の資機材は納期及び品質の保証等が困難であるので、日本または第三国より調達する。 

(1) 発電設備 

発電設備の調達国としては、日本と DAC に加盟する欧州諸国がある。欧州には本計画で必要とされる

仕様を満足する発電設備を製造している会社が数社あり、欧州は｢シ｣国まで輸送距離が近いことから、地

理的には優位にある。しかしながら、我が国の無償資金協力の工程に合致した納期が得られない可能性が

大きいとともに、キングトム発電所の既設発電機の状況から判断するとアフターサービス体制が万全でな

い。 

一方、前回協力で調達したキングトム発電所の 6号機（5 MW、1台、日本製）は、運転開始して以来、

フリータウン市の恒常的な電力供給力不足により、定期的な維持管理のための運転休止が出来ずに酷使さ

れ続けてきたが、NPAは、その運転実績と耐久度、また、納入メーカーのアフターサービス体制の充実度、

さらには日本製発電設備に係わる運転維持管理技術の習得度から、本計画での日本製調達を強く希望して

いる。なお、発電設備の納期についても、日本製品であれば我が国の無償資金協力の工程に合致した納期

が得られる。以上の状況により、本計画の発電設備は日本製が望ましい。なお、発電設備補機のうち、ラ

ジエータ、潤滑油清浄装置、重油粘度調整装置については、日本の発電機メーカーにおいても欧米製の機

器をシステムに組み入れることが一般的であるため、これらの機器については本計画においても DAC 加

盟国を調達国として採用する。 

(2) 変電・配電設備 

現在 NPAが採用している配電設備用資機材の多くはヨーロッパ製品であり、「シ」国では配電盤や変圧

器のみでなく、ケーブルや電柱、碍子に至るまで輸入品である。従って NPA 職員はこれら製品の取り扱

いを熟知しており、コンサルタントとして、本計画でも DAC 加盟国を調達適格国として採用することを

推奨したい。 

 

上記から、本計画の資機材の調達先は以下のとおりとする。 
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表 3-2-4-6-(1) 資機材調達先 

調達先 
資機材 

｢シ｣国 日本国 
第三国 

（備考参照）

（油脂類） 
① 燃料油、冷却水 

○ － － 

② 潤滑油 ○ － － 
（建設工事用資機材）    
① 砂、砂利 ○ － － 
② セメント ○ － － 
③ 生コン ○ － － 
④ 鋼材 － ○ ○ 
⑤ 鉄骨 － ○ ○ 
⑥ 建築設備、仕上材 － ○ ○ 
（建設機械／輸送用車輌）    
① 一般用建設機械 ○ － － 
② 特殊建設機械・輸送用車輌（ｸﾚｰﾝ、低床ﾄﾚｰﾗｰ、高所作業車） － ○ ○*1 
（キングトム発電所）    
① ディーゼルエンジン、発電機 － ○ － 
② 同上用補機（燃料供給設備、冷却水設備、圧縮空気設備、等） － ○ ○ 
③ 同上用配管材及び付属品 － ○ ○ 
④ 発電設備用電気設備（発電機盤、変圧器、動力制御盤、等） － ○ ○ 
⑤ 11 kV屋内型配電盤 － － ○ 
⑥ 電設資材（11 kV ｹｰﾌﾞﾙ、低圧ｹｰﾌﾞﾙ、電線管、付属品等） － ○ ○ 
⑦ ディーゼル発電設備用予備品、及び維持管理用道工具 － ○ － 
（フリータウン配電網整備）    
① 33 kV及び 11 kV配電盤 － ○ ○ 
② 低圧分電盤 － ○ ○ 
③ 33 / 11 kV配電用変圧器 － ○ ○ 
④ 電設資材（33 kV架空線/地中線導体及び付属品等） － ○ ○ 
⑤ 電設資材（11 kV架空線/地中線導体、低圧ｹｰﾌﾞﾙ、電線管、付属品等） － ○ ○ 
⑥ 配電網用保守用予備品及び維持管理用道工具 － ○ ○ 

備考：第三国は、DAC加盟国とする。 *1 特殊建設機械、輸送用車輌は近隣諸国から調達する。 

 

3-2-4-7 初期操作指導・運用指導等計画 

本計画対象の発電設備は、単機出力が 5 MWと比較的大型である。また、既設発電設備に故障が多発し

ていることから、運転開始後の円滑な運用を図るために、工事及び試運転期間において必要となる OJT計

画を提案する。 

(1) 据付工事及び試運転期間中の OJT計画 

1) OJTの目的 

本計画で調達・据付される設備・資機材の運転・維持管理技術を、据付工事及び試運転期間中に、｢シ｣

国側カウンターパートに移転する。 

本計画で導入する発電設備の仕様、グレードは、既設設備の運転・維持管理に携わっている NPA の

既存技術レベルを考慮して選定される。また、NPAは、日本製のディーゼルエンジン発電設備の運転維

持管理技術について、前回協力の発電設備の運転・維持管理の経験からある程度は保有している。しか

しながら、本計画で調達される発電設備のシステムが、既設発電設備納入後に新技術が導入された部分

もあるので、据付工事及び試運転期間中に製造会社から派遣される技術者によって、｢シ｣国側技術者に

対して運転・維持管理技術の実習訓練（OJT）を実施する。 
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また、環境への影響を極力少なくするため既設設備の改修提案を含む廃油処理についての指導を実施

するとともに、維持管理作業に必要不可欠な各種計器の操作方法についても訓練を実施し、供与機材の

効果的な運用を確保する。 

(2) 計画内容 

1) OJT実施期間と実施場所 

・座学   ：約 1週間（現場） 

・現場実習 ：約 2ヶ月（現場） 

① インストラクター 

日本の当該工事請負業者が納入する発電設備の製造会社から派遣される機材据付、試運転・調整技

術者をインストラクターとする。 

② 研修員 

OJTを受講する｢シ｣国側研修員は、当該発電設備運転開始後に、直接運転・維持管理業務に携わる

NPA 運転員及び保守要員とし、下記要員が OJT を受講する。従って、本計画の｢シ｣国側実施機関で

ある NPAは、発電設備の据付工事が開始されるまでに、具体的に研修員を任命するものとする。 
－総括技術者 ： 1名 
－運転要員  ： 電気技術者：1名 
  機械技術者：1名 
  電気技能者：2名 
  機械技能者：2名 
  小   計：6名 
－保守要員  ： 電気技術者：1名 
  機械技術者：1名 
  電気技能者：2名 
  機械技能者：3名 
  小   計：7名 
  合   計：13名 

③ 研修内容 

－座学 

運転保守マニュアルを使用して、当該発電設備を中心とした下記基礎教育を行う。 

・ 当該発電設備の特性、構造等 

・ 運転・保守管理の基礎（スケジュール・コントロール、予防保全の基礎的考え方、設備機能、

事故・故障対策の基礎、予備品及び工具の管理、図面、書類の管理） 

・ 廃油処理設備のシステムと管理方法等 

 

－現場研修 

日本側の請負業者が機材の据付、試運転期間中に、下記項目・内容の研修を現場にて行う。 
・シリンダーヘッドの開放、整備方法 
・燃料弁の分解、整備方法 
・吸排気弁のグラインダー仕上げ方法 
・ピストンの分解、整備方法 
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・クランクピン軸受開放、点検方法 
・電動ポンプの整備方法 
・吸気フィルター、濾過器類の保守方法 
・廃油処理背追の保守方法 
・起動及び停止方法 
・故障時の緊急停止方法 
・監視、目視点検方法 
・配管設備及びケーブルの保守方法 
・電気設備の保守方法 

 

3-2-4-8 実施工程 

我が国政府により本計画の実施が承認された後、両国間で交換公文（E/N）が取り交わされ、我が国の

無償資金協力制度に基づき、本計画の実施が開始される。本計画の実施は大きく、①実施設計、入札仕様

書の作成、②入札・工事契約、③資機材調達・据付工事の 3段階からなる。 

次頁の図 3-2-4-8-(1)に事業実施工程表を示す。  
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(第1期工事:フリータウン配電網整備計画）

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 25

  (現地調査）

(国内作業） （計4.0ヶ月）

(現地確認）

(入札・契約）

（機器製作図作成・承認取得）

（機器工場製作）

（輸送） （計13.5ヶ月）

（変電所建屋工事）

（変電所据付・配電線工事）

（試運転・調整、ＯＪＴ）

(第2期工事：キングトム発電所増強計画）

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 25

  (現地調査）

(国内作業） （計2.5ヶ月）

(現地確認）

(ＰＱ・入札・契約）

　(準備工事）

 (発電建屋・機械基礎工事）

 (建屋仕上・設備工事）

（機器製作図作成・承認取得）

  (機器工場製作）

  (輸送）

(配管・雑材料据付）

(発電機材据付）

(計19.0ヶ月）   (試運転・調整・ＯＪＴ)

実
施
設
計

資
機
材
調
達
・
据
付
工
事

実
施
設
計

施
設
建
設
・
資
機
材
調
達
・
据
付
工
事

図 3-2-4-8-(1) 事業実施工程表 
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3-3 相手国側分担事業の概要 

本計画を実施するに当たり、3-2-4-3項「施工/調達区分」に示す「シ」国側施工範囲の他、｢シ｣国側が実施・

負担する事項は以下のとおりである。 

共通事項 

(1)  本計画に必要な情報及びデータの提供。 

(2)  本計画に必要な資機材の｢シ｣国の港に於ける迅速な荷下ろし措置と、通関及び免税措置の実施。 

(3)  本計画に必要な資機材及び派遣された日本人に対する免税措置と便宜供与。 

(4)  本計画に必要な資機材調達及び日本法人及び日本人への事業税等の免税と免税措置。 

(5)  日本の外国為替公認銀行における口座開設費用と支払手数料の負担。 

(6)  日本国の無償資金協力に含まれず、本計画の実施に必要な全ての費用の負担。 

(7)  本計画の運転・維持管理技術を移転するための専門技師の任命と、建設工事期間中の工事確認と資機材の
品質検査への立会い。 

(8)  日本国の無償資金協力で建設・調達された施設・機材の適切な使用と維持管理の実施。 

キングトム発電所増設 

(9)  日本側工事の開始前までに、キングトム発電所の既設基礎の撤去。 

(10)  日本側工事開始前までに、キングトム発電所への既設進入路の改修。 

(11)  工事事務所、資機材置き場等、仮設用地の無償提供 

(12)  工事期間中の残土、排水、廃油の捨て場の提供。 

(13)  本計画で供与される資機材が既設高圧盤、変圧器、燃料配管等へ接続する時の既設の停電の確保。 

(14)  工事期間中実施する負荷試験時の負荷手配。 

フリータウン配電網整備 

(15)  変電所建設用地の整地、アクセス道路の建設と既設構造物の撤去あるいは移設 

(16)  工事事務所、資機材置き場等、仮設用地の無償提供 

(17)  既設埋設物の撤去あるいは移設 

(18)  日本側が供与した 11 kV配電線資機材の据付、並びに既設 11 kV配電線との接続（日本側工事完了前に接

続を終了させること） 

(19)  既設保護継電器システムの見直しと再調整 

(20)  低圧配電網建設の総て 
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3-4 プロジェクトの運営・維持管理計画 

3-4-1 基本方針 

本計画で最も維持管理が重要な設備は発電設備であり、その維持管理に当たっては、日常の需要の変化

に即応して、安定的に電力を供給するために、設備の運転・保守（O&M）及び設備環境の保全が不可欠で

ある。 

当該発電設備が持つ性能及び機能を維持し、継続した電力供給を行うためには、発電設備の信頼性、安

全性及び効率性の向上を柱とした適切な予防保全と維持管理の実施が望まれる。 

図 3-4-1-(1)に維持管理の基本的な考え方を示す。 

 

 発電設備の適切な維持管理 

効率向上 

• 熱効率の向上 
• 稼働率の向上 
• 設備利用率の向上 
• 作業効率の向上 
• 電力損失の低減 

安全性向上 

• 自然災害からの保護 
• 人為的障害からの保護

信頼性向上 

• 電気の質の向上 
• 障害発生の防止 
• 障害の影響の最小化 
• 回復の迅速化 
• 経年劣化防止 

維 持 管 理 の 柱 

 

図 3-4-1-(1) 発電設備の維持管理の基本的な考え方 

本計画においては、｢シ｣国は上記基本事項を常に念頭におき、工事期間中に日本の請負業者により派遣

される専門技術者による OJTを通じて移転される O & M技術と、運転・保守マニュアルにしたがって事業

完了後の運転・保守を実施する必要がある。 

 

3-4-2 当該発電設備の運転計画 

当該発電設備は、｢シ｣国の政治・経済の中心であるフリータウン市のベース電力供給力となるため、当

該発電設備の運転計画は下記条件にて設定されるのが妥当である。 
年間設備利用率 ： 約 90％ 
年間稼働時間  ： 約 8,000時間 

 

また、当該発電設備の適正な運転に必要な定期点検項目は表 3-4-3-(1)に示すとおりである。この定期点

検項目を考慮し、上記運転条件の下での当該発電設備の初年度の年間運転計画を図 3-4-2-(1)に示す。なお、

同図に示すように当該発電設備は、その維持・管理のために年間約 32日間の運転停止が予測される。同期

間の電力供給に関してはキングトム発電所の 6 号機または既設発電設備を当該発電設備の代替電源として

活用する必要がある。 
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月 
項   目 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
備   考 

 
運転時間 
 
2500～3000時間毎 
の点検実施時期 
（点検所要時間：8日間） 
 
7500～8000時間毎 
の点検実施時期 
（点検所要時間：16日間）
 

             
 運転時間計：333日間
 
 
 
 
 点検による運転 
 停止時間計：32日間

備考：年間稼働率 90％の場合を示す。 

（8日間）（8日間）

（16日間）

図 3-4-2-(1) 当該発電設備の年間運転計画 

3-4-3 定期点検項目 

(1) 発電設備 

｢シ｣国関係者は、表 3-4-3-(1)に示す当該設備の標準的な定期点検項目及び発電設備製造会社が提出する

運転・保守マニュアルに基づいて、本発電設備の運転・維持管理計画を策定し、電力需要に見合った経済

的な運用計画を立案する必要がある。 

表 3-4-3-(1) 標準的な発電設備の定期点検項目 

 点検区分 主な作業項目 
日常（毎日）の点検 －燃料油面、潤滑油サンプタンク油面 

－ジャケット水の水面確認 
－始動空気槽圧力確認 
－各部の外観点検 

1,000時間毎の点検 －各部ボルト及びナットの締付状態の確認 
－燃料及び潤滑油フィルターの洗浄 

2,500～3,000時間毎の点検 －給排気弁、始動弁、燃料弁、燃料ポンプ、ピストン、ライナー等の作
動状態、油漏れ等の確認、潤滑油サンプタンクの油分析 

7,500～8,000時間毎の点検 －ピストン、シリンダライナーの作動状態、油漏れ等の確認及びガスケ
ットの交換 
－ピストンリング、油カキリング、O－リングの交換 
－シリンダーヘッド分解及びガスケット、O－リングの交換 
－給排気弁の点検と排気弁 O－リングの交換 
－燃料噴射弁の点検とノズル交換 
－クランクピンベアリングの点検及び必要な交換 
－過給器の分解・点検とベアリング等の交換 
－潤滑油サンプタンクの油分析と必要に応じた潤滑油交換 

デ 

ィ 

ー 
ゼ 

ル 

エ 

ン 

ジ 

ン 16,000時間毎の点検 －上記 7,500～8,000時間毎の点検 
－主軸受けの点検及び必要な交換 
－排気弁ローテータの点検と必要な交換 
－エンジン付潤滑油ポンプの分解点検と必要な交換 

日常（毎日の運転中）の点検 －各部目視点検及び異常音、各部温度状況の確認 
1ヶ月毎の点検 －異常振動の有無 

－潤滑油フロー状況及び軸受け部の漏油状況の確認 
－各部品の必要な清掃 

発 

電 

機 

1年毎の点検 －絶縁抵抗測定及びリード線、端子部点検 
－スペースヒータ等付属品の状況目視点検 
－軸受け部目視点検及び必要な清掃 

なお、上記の標準的な定期点検に要する概略日数は、以下のとおりである。 
・ 2,500～3,000時間毎の点検 ： 7～8日／回 
・ 7,500～8,000時間毎の点検 ： 15～18日／回 
・ 16,000時間毎の点検 ： 20～25日／回 



3-37 

(2) 配変電設備 

① 配変電機器の定期点検 

本計画で調達・据付けられる配変電設備の標準的な定期点検項目は、表 3-4-3-(2)に示すとおりであ

る。同表に示すとおり、配電設備の点検は、下記に示すような 3項目に分類できる。 

a) 機器の異常異常音等を人間の五感により毎日点検する“巡視点検” 

b) ボルト等の発熱、締付状態、絶縁物の表面汚損状態等、日常巡視点検では出来ない充電部の点検を行

う“普通点検” 

c) インターロック機構等の機能点検及び計器類の精度維持を実施する“精密点検”に分類される。 
 

なお、通常、普通点検は 1～2年に 1度、精密点検は 4年に 1度程度実施される。また、遮断器盤、

配電盤等に内蔵されているヒューズ、計器、リレー等の性能劣化、絶縁性能の劣化、接点の摩耗並び

に特性が変化する部品は、普通点検及び精密点検時に、部品の特性と使用頻度を確認した上で、適宜

交換することが望ましい。 

表 3-4-3-(2) 標準的な配変電設備の定期点検項目 

点検項目 点検内容（方法） 巡視点検 普通点検 精密点検

開閉表示器、開閉表示灯の表示状況 ○ ○  
異常音、異常臭の発生の有無 ○ ○  
端子部の加熱変色の有無 ○ ○  
ブッシング、碍管の亀裂、破損の有無及び汚損状況 ○ ○  
設置ケース、架台等の発錆状況 ○ ○  
温度異常の有無（温度計） ○ ○  

設備外観 

ブッシング端子の締付け状況(機械的チェック) ○ ○  
各種計器の表示状況 ○ ○ ○ 
動作回数計の指示  ○ ○ 
操作函、盤内の湿潤、錆の発生の有無及び汚損の状況  ○ ○ 
給油、清掃状況  ○ ○ 
配線の端子締付け状況 ○ ○ ○ 
開閉表示の状態確認  ○ ○ 
漏気、漏油の有無  ○ ○ 
操作前後の圧力確認（空気圧等）  ○ ○ 
動作計の動作確認  ○ ○ 
スプリングの発錆、変形、損傷の有無（手入れ） ○ ○ ○ 
各締付け部ピン類の異常の有無  ○ ○ 
補助開閉器、継電器の点検（手入れ）  ○ ○ 

操作装置 
及び 
制御盤 

直流制御電源の点検 ○   
絶縁抵抗の測定  ○ ○ 
接触抵抗の測定   ○ 
ヒータ断線の有無  ○ ○ 

測定･試験 

継電器動作試験  ○ ○ 

② 配電線路の定期点検 

配電線路の維持管理は、日常の巡回点検により事故・損傷・破損個所を発見し、直ちに修復作業を

実施することが需要家への最も重要なサービスである。以下に主な日常巡回時の点検項目を示す。 

a) 配電機器と樹木等の接触の有無 

b) フェンス及び施錠装置の状態確認 

c) 遮断器盤及び開閉器盤の状態確認 
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3-4-4 燃料油調達計画 

本計画で調達する発電設備の運転に必要な燃料（重油・ディーゼル油）の年間想定消費量は設備利用率

を 90％と仮定した場合、約 7,800 m3/年である。 

現在 NPAは、キングトム発電所用の燃料を｢シ｣国の民間石油会社の備蓄所から、入札結果に基づいて調

達している。既設発電設備と同様に NPAは、当該発電設備の安定した運転に支障のない様、必要とする燃

料油の調達計画を策定し実施する必要がある。 
 

3-4-5 スペアパーツ購入計画 

発電及び送配変電設備のスペアパーツは、運転時間に応じて交換する標準付属品と故障・事故等の緊急

時に必要となる交換部品とに分類される。従って｢シ｣国側は、定期点検サイクルに見合う様に、これ等の

部品を購入する必要がある。 

本計画では、16,000時間稼働後（約 2年後）に実施する初回の本格定期点検及びそれまでの定期点検に

最小限必要なスペアパーツを調達する計画であり、その主要品目は定期点検項目から表 3-4-5-(1)のとおり

である。従って｢シ｣国側は、約 2 年後までに標準付属品購入費用（発電・配変電設備費の約 3％）を、ま

た必要な緊急交換用部品の購入費用を準備する必要がある。 

表 3-4-5-(1) 本計画で調達する予備品及び保守用道工具 

Ⅰ-1. 発電設備用予備品 

№ 項    目 数 量 備 考 
1. シリンダーカバー   

 ① パッキン、O－リング類 2組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数×2 ﾕﾆｯﾄ  
 ② ガスケットパッキン 2組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数×2 ﾕﾆｯﾄ  
 ③ パッキン（給気管） 2組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数×2 ﾕﾆｯﾄ  
 ④ シリンダーカバー完備（含諸弁） 1組 緊急予備品 

2. 給気弁   
 ① ロードキャップ 1組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数×2 ﾕﾆｯﾄ  
 ② 弁棒 1組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数×2 ﾕﾆｯﾄ  
 ③ O－リング 2組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数×2 ﾕﾆｯﾄ  
 ④ 給気弁完備 2組 緊急予備品 

3. 排気弁   
 ① 弁棒 1組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数×2 ﾕﾆｯﾄ  
 ② スリーブ 1組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数×2 ﾕﾆｯﾄ  
 ③ 弁座 1組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数×2 ﾕﾆｯﾄ  
 ④ O－リング 2組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数×2 ﾕﾆｯﾄ  
 ⑤ ロートキャップ 1組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数×2 ﾕﾆｯﾄ  
 ⑥ 排気弁完備 1組 緊急予備品 

4. 燃料噴射弁   
 ① ノズルチップ 2組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数×2 ﾕﾆｯﾄ  
 ② O－リング 2組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数×2 ﾕﾆｯﾄ  
 ③ 燃料噴射弁完備 4組 緊急予備品 

5. ピストン   
 ① ピストンリング 2組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数×2 ﾕﾆｯﾄ  
 ② オイルリング 2組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数×2 ﾕﾆｯﾄ  
 ③ ピストンピン軸受 1組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数×2 ﾕﾆｯﾄ  

 
④ 冠締付ボルト 
⑤ O－リング 

1組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数×2 ﾕﾆｯﾄ 
2組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数×2 ﾕﾆｯﾄ 

 

 ⑥ ピストン完備 1組 緊急予備品 
6. 連接棒   

 ① クランクピン軸受 1組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数×2 ﾕﾆｯﾄ  
 ② 締付ボルト 1組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数×2 ﾕﾆｯﾄ  
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7. 主軸受   
 ① 主軸受 1組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数×1 ﾕﾆｯﾄ  
 ② スラスト軸受 2組×2 ﾕﾆｯﾄ  

8. シリンダライナー 2組 緊急予備品 
9. 燃料噴射ポンプ   

 ① プランジャスリーブ 2組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数×2 ﾕﾆｯﾄ  
 ② 吐出弁完備 1組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数 緊急予備品 
 ③ デフレクター 2組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数×2 ﾕﾆｯﾄ  
 ④ O－リング 2組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数×2 ﾕﾆｯﾄ  
 ⑤ 燃料噴射ポンプ完備 2組 緊急予備品 

10. 過給機   
 ① 軸受 2組×2 ﾕﾆｯﾄ  
 ② スラスト軸受 2組×2 ﾕﾆｯﾄ  

11. 空気冷却器   
 ① パッキン 2組×2 ﾕﾆｯﾄ  

12. 始動弁   
 ① パッキン 2組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数×2 ﾕﾆｯﾄ  
 ② 始動弁完備 2組 緊急予備品 

13. シリンダ安全弁   
 ① パッキン 2組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数×2 ﾕﾆｯﾄ  
 ② シリンダ安全弁完備 2組 緊急予備品 

14. インジケーター弁完備 1組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数×2 ﾕﾆｯﾄ  
15. 吸気伸縮管 1組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数×2 ﾕﾆｯﾄ  
16. 排気伸縮管 1組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数×2 ﾕﾆｯﾄ  
17. 燃料噴射管 1組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数×2 ﾕﾆｯﾄ  
18. フィルターエレメント   

 ① 吸気システム 100％  
 ② ディーゼル油システム 100％  
 ③ 重油システム 100％  
 ④ 潤滑油システム 100％  
 ⑤ 圧縮空気システム 100％  

19. 重油 / 潤滑油清浄装置 重油用 / 潤滑油用  
 ① ポンプ用メカニカルシール 100%×2 / 100%×2  
 ② ポンプ用パッキン 同上  
 ③ O-リング 同上  
 ④ パッキン 同上  
 ⑤ クリッピング 同上  
 ⑥ バルブプラグ 同上  
 ⑦ メンテナンスツール 1組 / 1組  

20. 軟水装置（イオン交換レジン） 1式  
21. 計器予備品   

 ① 圧力スイッチ 各種各 1ヶ 緊急予備品 
 ② 温度スイッチ 各種各 1ヶ 緊急予備品 
 ③ 圧力計 各種各 1ヶ 緊急予備品 
 ④ 温度計 各種各 1ヶ 緊急予備品 

22. 補機ポンプ   
 ① 燃料循環ポンプ  1組 緊急予備品 
 ② 潤滑油プライミングポンプ 1組 緊急予備品 
 ③ HT冷却水ポンプ 1組 緊急予備品 
 ④ 燃料ドレンポンプ 1組 緊急予備品 
 ⑤ スラッジポンプ 1組 緊急予備品 
 ⑥ 廃油ポンプ 1組 緊急予備品 
 ⑦ LT冷却水ポンプ 1組 緊急予備品 
 ⑧ 補機ポンプ用予備品（パッキン、オーリング） 1組×2 ﾕﾆｯﾄ  

 
⑨ 油水分離装置予備品 
⑩ 冷却器パッキン類 

1組 
100%×2 ﾕﾆｯﾄ 
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23. 電気予備品   
 1) 低圧回路用ヒューズ 各種 200%  
 2) 高圧回路用ヒュース 各種 200%  
 3) ランプ、バルブ 各種 200%  
 4) 補助リレー 各種１ｾｯﾄ 緊急予備品 
 5) 蛍光灯、グローランプ 各種 200%  
 6) 各種MCCB 各種１ｾｯﾄ 緊急予備品 

 
Ⅰ-2. 配変電設備用予備品 

№ 項    目 数 量 備 考 

(1) 消耗予備品   
 1) 低圧回路用ヒューズ（各種） 200%  
 2) ランプ（各種） 200%  
 3) 表示用ランプ、バルブ（各種） 200%  
 4) パネル用蛍光灯、グローランプ（各種） 200%  
 5) シリカゲル（2 kg） 各変圧器 100%  

(2) 緊急予備品   
 1) 遮断器 33kV、11kV各 1組 三相 
 2) 避雷器 33kV、11kV各 1組 三相 
 3) 断路器 33kV、11kV各 1組 三相 
 4) 補助リレー 1 ｾｯﾄ  
 5) ＭＣＣＢ（各種） 1 ｾｯﾄ  
 6) 高圧/低圧用ヒューズ 各種 1個  
 7) 11 kV ケーブル端末処理キット 1組  
 8) 33 kV ケーブル端末処理キット 1組  

Ⅱ-1. 保守用道工具（発電設備用） 

№ 項    目 数 量 備 考 

1. メンテナンスツール（標準、特殊エンジン用） 1 ｾｯﾄ
2. 発電機用特殊工具 1 ｾｯﾄ
3. 発電機用スパナ 1 ｾｯﾄ
4. グラインダー（エギゾウストバルブ用） 1 ｾｯﾄ
5. グラインダー（エギゾウストバルブシート用） 1 ｾｯﾄ
6. 潤滑油分析器 1 ｾｯﾄ
7. 水分析器 1 ｾｯﾄ
8. 工具箱（steel） 1 ｾｯﾄ
9. 計測計器 1 ｾｯﾄ

10. ハンドパレット（1.5 t） 1 ｾｯﾄ
11. はしご（2段式） 1 ｾｯﾄ
12. チェーンブロック（1 t×2.5 m、2.5 t×3 m） 各種 1台
13. 吊上げ用ワイヤー(6 mm、8 mm、10 mm、14 mm) 1 ｾｯﾄ
14. 試験器具   

 

1) ACクランプメーター 
2) デジタル式マルチテスタ 
3) 電圧検電器（高圧及び低圧用） 
4) 絶縁抵抗計（メガー）500 V、1000 MΩ 
5) 絶縁抵抗計（メガー）1000 V、2000 MΩ 
6) 検相計 
7) 簡易型接地抵抗計 
8) 継電器用試験プラグ 
9) 端子用試験プラグ 

10) 直流高電圧テスタ（33 kVケーブル用） 

１ｾｯﾄ 
1 ｾｯﾄ 
1 ｾｯﾄ 
1 ｾｯﾄ 
1 ｾｯﾄ 
1 ｾｯﾄ 
1 ｾｯﾄ 
1 ｾｯﾄ 
1 ｾｯﾄ 
1 ｾｯﾄ 
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Ⅱ-2. 保守用道工具（変電設備用） 

数 量 
№ 項    目 

リージェント変電所 
1.  試験用器具  
 (1) アナログ式テスタ 1台（4サイト共通） 
 (2) 簡易型単相継電器試験器 1台（4サイト共通） 
 (3) 絶縁抵抗計（メガー）500 V,1000 MΩ 1個 
 (4) 絶縁抵抗計（メガー）2500 V,100 GΩ 1個 
 (5) 簡易型接地抵抗計 各 1個 
 (6) 検相計 2個（4サイト共通） 
 (7) 低圧用電圧検電器 1個 
 (8) 33 kV用電圧検電器 1個 
 (9) デジタル式マルチテスタ 1個（4サイト共通） 
 (10) ACクランプメーター 1個 

(11) ケーブル故障点検出器 1個 
 

(12) 真空チェッカー 1個（4サイト共通） 
 工具  2. 
(1) 手工具セット 2 ｾｯﾄ 

 (2) 接地機器セット（3相） 1 ｾｯﾄ 
 (3) ケーブルドラムジャック（5t用） 1 ｾｯﾄ 
 (4) 圧縮器（ダイス付） 1式 
 (5) 接続工具 1式 
 (6) ワイヤストリッパー 1式 
 (7) ケーブルカッター 1式 
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3-5 プロジェクトの概算事業費 

3-5-1 協力対象事業の概算事業費 

本計画を我が国の無償資金協力により実施する場合の事業費総額は、約 22.41 億円となり、先に示し

た我が国と「シ」国との施工負担区分に基づく双方の経費内訳は、以下に示す積算条件において、次の

とおりと見積もられる。ただし、ここに示す概算事業費は暫定値であり、必ずしも交換公文上の供与限

度額を示すものではなく、協力対象事業の実施が検討される時点において更に精査される。 

(1) 日本側負担経費     概算総事業費 約 2,222百万円 

概算事業費（百万円） 
費目 フリータウン

配電網整備 
キングトム 
発電所増設 合 計 

施設  キングトム発電所発電建屋 
 発電設備、補機等基礎 - 265 265

機材  ディーゼル発電設備（5MW, 2台） 
 発電設備補機（燃料、潤滑油、吸排気、
冷却水、圧縮空気、廃油処理設備） 

 電気設備、所内用電気設備 
 予備品、維持管理用道工具等の調達 

- 1,332 1,332

  33kVリージェント変電所建設 
 33,11kV配電線路の建設 
 11kV配電用資機材の調達 
 予備品、維持管理用道工具等の調達 

489 - 489

実施設計・施工監理 49 87 136

合 計 538 1,684 2,222

(2) 「シ」国負担経費     US$ 165,600（約 1,929万円） 

「シ」国側の主な負担事項は以下のとおりである。 

① キングトム発電所の既設発電機基礎の撤去等： US$  19,000（約 221万円） 

② リージェント変電所建設用地の整地、フェンス設置等： US$  22,500（約 262万円） 

③ 日本側が供与する 11kV/低圧配電資機材の据付： US$ 124,100（約 1,445万円） 

 

(3) 積算条件 

① 積算時点 平成 18年 9月 

② 為替交換レート 1 US$＝116.45円（2006年 3月から 2006年 8月までの TTS平均値） 

 1 Euro＝146.14円 （同上） 

③ 施工期間 フリータウン配電網整備計画は単年度、キングトム発電所増設計画は国庫債

務負担行為により二年度に亘る工事とし、詳細設計及び施設建設・機材調

達・据付の期間は施工工程に示したとおりである。 

④ その他 本計画は、我が国無償資金協力ガイドラインに従い実施される。 
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3-5-2 運営・維持管理費 

 NPA は、経常費用の 4～5％を維持管理費に充当している（表 3-5-2-(1)参照）。本計画で供与される機材の維持

管理費は機材費の 3%程度であり、年間 5,000万円程度となる。2004年の NPAの維持管理費は 31.6億レオン（約

1.2億円）であるが、本計画完成後には現状の 1.4倍の 45億レオン程度になると想定される。本計画で供与される

ディーゼル発電機が目標利用率（90％）の 8割程度で運用されれば、年間 10億円程度の経常収益の増加をもたら

すことから、NPAが本計画で供与される設備の維持管理費を負担することは可能であると判断される。 

表3-5-2-(1) NPAの経常費用 

2002年 2003年 2004年
経常費用 50,677,433 62,963,046 63,862,245
営業費用 36,392,122 40,103,930 38,670,706

燃料費 21,336,517 23,770,497 21,739,166
人件費 6,001,600 7,423,173 7,610,214
維持管理費 2,277,148 2,292,679 3,163,262
間接経費 3,383,885 3,062,739 2,285,321
減価償却費 3,392,972 3,554,842 3,872,743

営業外費用 財務費用等 14,285,311 22,859,116 25,191,539
[出所] National Power Authority Financial Statements Year 2002-2004
[備考] 100レオン＝約3.90円　（2006年9月時点）

単位：1,000レオン

 

 2005 年の NPA の平均売電単価は US¢28 /kWh であり、同単価に基づく本計画発電設備の想定運転収支を表

3-5-2-(2)に示す。同表に示す通り、本計画で供与される発電設備の年間設備利用率を 34％以上とした場合、運転収

支はプラスとなる。「シ」国側は適正な維持管理を実施し、発電所の自立運営が可能となるよう適切な設備利用率

を維持する必要がある。



 

表 3-5-2-(2) 本計画発電設備の想定運転収支  

33 34 35 50 90

① [kW] 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
② [hr] 2,891 2,978 3,066 4,380 7,884
③ [kWh] 28,908,000 29,784,000 30,660,000 43,800,000 78,840,000
④ (③×0.05） [kWh] 1,445,400 1,489,200 1,533,000 2,190,000 3,942,000
⑤ (③×0.3） [kWh] 8,672,400 8,935,200 9,198,000 13,140,000 23,652,000
⑥ （③-④-⑤） [kWh] 18,790,200 19,359,600 19,929,000 28,470,000 51,246,000
⑦ [US$/kWh] 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28
⑧ （⑥×⑦） [US$] 5,261,256 5,420,688 5,580,120 7,971,600 14,348,880

⑨ （③×(2)×(4)） [US$] 3,490,641 3,596,418 3,702,195 5,288,850 9,519,930
⑩ （③×(3)×(5)） [US$] 133,671 137,721 141,772 202,531 364,556
⑪ （(6)×16×12） [US$] 144,162 144,162 144,162 144,162 144,162
⑫ (8)×0.03 [US$] 406,126 406,126 406,126 406,126 406,126
⑬ ((10)×10/49.2) [US$] 317,792 317,792 317,792 317,792 317,792
⑭ (9) [US$] 812,251 812,251 812,251 812,251 812,251
⑮ [US$] 5,304,642 5,414,470 5,524,298 7,171,712 11,564,817

[US$] -43,386 6,218 55,822 799,888 2,784,063
JPY -5,127,832 734,909 6,597,651 94,538,769 329,048,417

検討上の前提条件

(1) 平均売電単価 0.28 US$/kWh 2005 Financial Statement of NPA
(2) 燃料単価 0.552 US$/ℓ NPA資料、重油(US$0.44/ℓ)、ディーゼル油(US$1.00/ℓ)を4:1で使用と想定
(3) 潤滑油単価 2.89 US$/ℓ NPA資料
(4) 燃料消費量 0.219 ℓ/ｋWh 210g/kWh、燃料比重0.96
(5) 潤滑油消費量 0.0016 ℓ/ｋWh
(6) 人件費単価 751 US$/月 16 人
(7) 為替レート 118.19 \/US$ 2007年1月
(8) 機器代 1,600,000,000 \/2台

13,537,524 US$/2台
(9) 減価償却費 812,251 US$/年 15年定額償却、残存簿価10%
(10)間接経費 130,295 US$/月 発電設備容量で按分（10/49.2MW）して本計画設備の間接経費とする
(11)送配電損失 30%

単　位
年間設備利用率（％）

項　　目

Ⅰ．収入

  1　設備容量
  2　年間運転時間
  3　発電電力量
  4　所内消費電力量
  5　送配変電損失電力
  6　売電電力量
  7　平均売電単価
　　 収入合計
Ⅱ．支出

   1　燃料費
   2　潤滑油費

   支出合計
Ⅲ．運転収支

   3　人件費
   4　保守費
   5　間接経費
   6　減価償却費
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3-6 協力対象事業実施に当たっての留意事項 

協力対象事業の円滑な実施に直接的な影響を与えると考えられる留意事項としては、下記が考えられる。 

1) 「シ」国側負担工事である新設発電建家予定地に残存する既設発電機基礎の撤去工事、整地が遅延

すると、本計画の建設開始時期が遅れることとなる。よって「シ」国側は同工事を遅滞なく行うた

めに、適正な予算措置と撤去計画、要員計画、資機材購入計画等を策定し、「シ」国側工事の推進

を図る必要がある。 

2) 「シ」国側負担工事であるリージェント変電所予定地の土地取得及び造成工事が遅れると建設開始

時期が遅れることとなる。よって「シ」国側は同工事を遅滞なく行うために、適正な予算措置と撤

去計画、要員計画、資機材購入計画等を策定し、「シ」国側工事の推進を図る必要がある。 

3) 配電設備改善工事に係る近隣住民への説明並びに合意取得が遅れると、配線ケーブル等の布設工程

に影響を及ぼすので、「シ」国側は関連手続きの進捗状況に留意する必要がある。 

4) 「シ」 国側負担工事である低圧の配電線用資機材の建設工事が遅延すると、本計画の実施により

期待される所定の機能が工期内に発揮されないこととなる。よって「シ」国側は同工事を遅滞なく

行うために、建設チームを結成し、本計画の進捗に間に合うよう工程計画、要員計画、資機材購入

計画等を策定し、「シ」国側工事の推進を図る必要がある。 

5) 「シ」国側は本計画で建設される発電所の環境管理計画を策定し、環境局の承認を得ると共に、管

理計画に基づいた継続的な環境保全に留意する必要がある。 
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第 4 章 プロジェクトの妥当性の検証 

4-1 プロジェクトの効果 

本計画の実施により期待される効果は以下のとおりである。 

 

現状と問題点 協力対象事業での対策 直接効果・改善程度 間接効果・改善程度 

1. フリータウン及び周辺地
域では、発電容量、配電容

量が圧倒的に不足してい

るため、電力供給は政府機

関、公共施設に対して優先

的に行われているが、供給

される電力は十分ではな

く、一般需要家は殆ど電力

供給を受けられない状況

にある。 

キングトム発電所に 5 MW
のディーゼル発電設備を 2
台増設する。 
フリータウン市内の 33/11 
kV 配電網を修復、整備す
る。 

本計画の実施により､目標

年次(2012 年)において供給
力がピーク負荷を 7.0 MW
上回り、供給力が確保でき

る。また、1 次変電所間を
連系する配電線の整備を行

うことにより、配電容量が

増加する。 

①フリータウンに安定した

電力が供給されることで、

同市における経済活動が活

性化される。 
 
②フリータウンに安定した

電力が供給され、電力の品

質が向上することで、同市

における行政機関、学校、

病院等の公共／福祉施設の

運用が安定化される。 

2. フリータウンには、発電設
備が合計 7台設置されてい
るが、電力セクターの財政

難と供給予備力の不足の

ため定期的な維持管理が

実施できず、発電設備の故

障が多発している。 

キングトム発電所に 5 MW
のディーゼル発電設備を 2
台増設する。 
 

本計画の実施により､目標

年次(2012 年)において供給
力がピーク負荷を 7.0 MW
上回り、発電設備を停止し

て定期的な維持管理を実施

することが可能となる。 

発電設備の突発的な故障に

起因する停電が軽減され

る。 

3. フリータウン及び周辺地
域では、配電設備の損傷、

老朽化等により配電損失

が 40％以上に達している。

フリータウン市内の 33/11 
kV 配電網を修復、整備す
る。 

本計画の実施により、配電

損失が約 30％まで低減さ
れる。 

供給可能な電力量が増加

し、NPA の収支が改善され
る。 

4. フリータウン及び周辺地
域への配電は、フリータウ

ン市の中心部に限られて

おり、同市の周辺には依然

として未電化地域が存在

している。 

リージェント変電所の建

設、ウィルバフォース変電

所からリージェント変電所

までの33 kV配電線の建設、
及びリージェント変電所周

辺地域への配電用資機材の

調達を実施する。 

フリータウン郊外のリージ

ェント地域において約

3,200 戸の電化が可能とな
る。 

①リージェント地域の未電

化村落に電力が供給される

ことで、同地域の生活環境

が改善されるとともに、経

済活動が活性化される。 
②リージェント地域に存在

する行政機関、公共施設の

運用が安定化される。 
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4-2 課題・提言 

4-2-1 相手国の取り組むべき課題・提言 

本計画の効果が発現・持続するために、「シ」国側が取り組むべき課題は以下のとおりである。 

(1) 本計画の実施により 2014年までの供給力は最大電力を上回るが、2015年以降の電力需要の伸びに対

応するための電源開発を確実に実施し､定期的な維持管理のために発電設備が停止できるよう供給予

備力を確保する必要がある。 

(2) NPAは電気料金の請求、回収を確実に実施し、電気事業を運営するために必要な収益を確保する必要

がある。 

(3) 発電・送配電設備の適切な維持管理、スペアパーツの購入に必要な予算を確保し、万一の故障、修理

のための設備停止時間を最低限とするために、非常用予備品は常時保管するよう計画する必要がある。 

(4) 燃料消費量、補機動力使用量等の運転実績管理を徹底し、適切な発電原価管理を行うとともに、本計

画で整備される資機材を含めた発電・送配電用固定資産の減価償却費を確実に費用として計上し、将

来の設備投資資金として積み立てる必要がある。 

(5) 本計画で整備される設備の定期点検が適切に実施できるよう、既設・新設発電設備の運用計画を策定

する必要がある。 

(6) OJT及びカウンターパート研修の成果を全ての運転・保守要員に確実に伝達するとともに、予防保全

技術の構築、運転・保守技術の維持向上に努める必要がある。 

(7) 本計画で整備される廃油処理設備を適切に運用し、油分の流出による環境汚染を防止する必要がある。 

(8) 本計画の実施効果がより有効に発現されるように､他ドナーの支援による電力供給改善計画を確実に

実施する必要がある。 

 

4-2-2 技術協力・他ドナーとの連携 

NPAの所有するディーゼル発電設備は故障が頻発し、故障後も長期間修理されずに放置されている場合

が多く、供給力不足の主な原因となっている。NPAの運転・維持管理要員は、日常的な運転管理を行って

いるものの、設備の重大事故を未然に防止する予知保全、予防保全については、理解しているとは言い難

い。本計画で整備される発電設備が、長期間に亘り安定した運転を継続し、効果が有効に発現するために

は、キングトム発電所の運転・維持管理要員を対象とし、ディーゼル発電設備の予知保全、予防保全技術

を移転することを目的とした技術協力（長期専門家派遣）を行うことが望ましい。 

世界銀行は PWP（Power and Water Project）を通じてキングトム発電所の既設ディーゼル発電設備の改修、

33kV 配電網の整備を支援している。PWP の実施により供給力の確保、配電容量の増加が達成され、本計

画の効果がより有効に発現すると期待されることから、世界銀行とプロジェクトの進捗状況、対象範囲に

ついて適宜情報交換を行い、連携する必要がある。 
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4-3 プロジェクトの妥当性 

以下の点から、無償資金協力による協力対象事業の実施は妥当であると判断される。 

(1) 裨益対象 

本計画の実施により､フリータウン及び周辺地域の居住者（約 100 万人）に対し、安定した質のよい電

力を供給することが可能となる。 

(2) 教育・民生の安定への貢献 

発電設備容量及び送配電設備容量が増加することで、電力の供給安定性が向上し､住民の生活レベルの

改善、社会福祉・公共施設の安定した運営、及び産業・経済活動の活性化が促進される。 

(3) 緊急性 

フリータウン及び周辺地域では、発電容量、送配電容量が圧倒的に不足しており、毎日計画停電が実施

されている。安定した電力供給が行われなければ、内戦後の経済復興が阻害され､住民の生活レベルの低

下、社会・治安状況の悪化を引き起こす恐れがあることから、緊急的に本計画を実施し､電力供給の安定

化を図る必要がある。 

(4) 維持管理能力 

本計画の実施機関である NPA の職員は、ディーゼル発電設備の基礎知識は保有しているものの、本格

的なオーバーホールを実施するには専門技術者の指示を仰がねばならない状況にある。このため、本計画

の実施段階で運転・維持管理技術に関する OJT を実施し、さらに必要なスペアパーツと運転・保守マニ

ュアルの整備を行えば、本計画完成後も適切な設備の維持管理が実施されるものと考えられる。 

(5) 中長期開発計画への寄与 

「シ」国では長期国家開発計画（VISION 2025）において、国家のビジョンを達成する方策の一つに「地

元企業の効果的な参加を伴う、競争原理に基づく民間セクター主導の経済の達成」を挙げており、その実

施方策の一つとして「電力供給設備・系統の維持管理・修復」が定められている。本計画はフリータウン

及び周辺地域の電力供給設備を修復・改善し、同地域に安定した電力を供給することを目的として実施す

るものであり、上述の長期開発計画の目標達成に大きく寄与すると考えられる。 

(6) プロジェクトの収益性 

NPAのフリータウンにおける平均売電単価は約 US¢28 /kWh（2005年、1US$＝2,920Le）であるが､本

計画により新設されるディーゼル発電設備の発電原価は US¢17.2 /kWh（利用率 90%）である。これに対

して NPAは、本社経費、財務費用等として US¢17 /kWh程度が必要となることから､本計画の収益性は

発電に必要な燃料費、修繕費、その他必要経費を賄う程度のものである。 

(7) 環境影響 

本計画ではディーゼル発電所から排出される NOx、SOx、騒音、振動等の排出基準は我が国の基準を準

用し、配電線の敷設ルートは住民移転が発生しないよう配慮することから、本計画が環境に与える影響は

小さいと言える。 
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4-4 結論 

本計画は前述したとおり、「シ」国の経済復興や住民の生活レベルの向上、並びに社会福祉施設、公共施設

の安定した運営に多大な効果が期待されることから、協力対象事業に対して我が国の無償資金協力を実施す

ることは妥当であると考えられる。また、本計画の運営・維持管理についても、「シ」国側は人員・資金面で

十分な体制を有しており、本計画の実施にあたり特段の問題は認められない。4-2項で述べた課題が達成され

れば､本計画はより円滑かつ効果的に実施されるものと考えられる。 
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資料－１  調査団員氏名・所属 
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調査団員氏名、所属 

１．基本設計調査 

氏    名 担  当  業  務 現        職 

林 宏之 総     括 
国際協力機構 無償資金協力部業務第

一グループ運輸交通・電力チーム主任 

西川 光久 業務主任 / 電力計画 八千代エンジニヤリング株式会社 

不二葦 教治 
発電設備計画 

（ディーゼル発電機） 
八千代エンジニヤリング株式会社 

瀬戸 寛仁 配電設備計画 八千代エンジニヤリング株式会社 

今井 進 
建築計画 / 自然条件調査 
（地形測量・地質調査） 

八千代エンジニヤリング株式会社 

宮本 隆幸 施工・調達計画 / 積算 八千代エンジニヤリング株式会社 

近藤 智則 発電電気設備計画 八千代エンジニヤリング株式会社 

 

２．基本設計概要説明調査 

氏    名 担  当  業  務 現        職 

熊谷 真人 総     括 国際協力機構 ガーナ事務所 次長 

西川 光久 業務主任 / 電力計画 八千代エンジニヤリング株式会社 

不二葦 教治 
発電設備計画 

（ディーゼル発電機） 
八千代エンジニヤリング株式会社 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料－２  調査日程 
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調査日程 

1．基本設計調査 
調  査  内  容 宿 泊 地

官ベース コンサルタント団員（八千代エンジニヤリング㈱） No. 月日 
曜

日 ＪＩＣＡ 
（林宏之） 

業務主任/西川光久､不二葦教治、瀬戸寛仁、今井進、宮本隆幸、近藤智則 
 

1 8月19日 土  • 移動 ｛東京 12:45 → アムステルダム 17:45 by JL-411｝ ｱﾑｽﾃﾙﾀ゙ ﾑ 

2 8月20日 日  
• 移動 ｛アムステルダム 09:10 → ブラッセル10:00 by KL-1723｝ 
• 移動 ｛ブラッセル 11:55 → フリータウン 16:40 by SN-245｝ 

フリータウン

3 8月21日 月  

• JICAシエラレオネフィールド事務所表敬訪問及び本調査行程、内容の説明・協議 
• エネルギー電力省（MEP）、シエラレオネ電力公社（NPA）敬訪問及びインセプショ
ンレポート、本調査行程等提出・説明・協議 

• 測量・ボーリングの現地業者との打合わせ 

フリータウン

４ 8月22日 火  

• MOE及びNAPと要請内容及び背景、「シ」国側便宜供与、現地調査手法等説明・協
議 

• キングトム発電所訪問、現地調査 
• 測量・ボーリングの現地業者との打合わせ 

フリータウン

5 8月23日 水  

• キングトム発電所現地調査、データ収集 
• 送配電設備の要請内容に係る詳細確認 
• フリータウン変電所、ブルックフィールズ変電所、コンゴクロス変電所、ウイルバー
フォース変電所調査 

• 近藤団員移動 ｛東京 12:45 → アムステルダム 17:45 by JL-411｝ 

フリータウン

６ 8月24日 木  

• ファルコンブリッジ変電所、ブラックホールロード変電所、ウェリントン変電所調
査 

• 環境影響評価と許認可に係る調査 
• 近藤団員移動 ｛アムステルダム 09:10 → ブラッセル10:00 by KL-1723｝ 

｛ブラッセル 11:55 → フリータウン 19:55 by SN-239｝ 

フリータウン

７ 8月25日 金  
• リージェント変電所建設予定地並びに33kV配電線ルート現地踏査 
• 土木建築業者市場調査 

フリータウン

8 8月26日 土  
• 団内協議、資料整理 
• 宮本団員移動 ｛東京 12:45 → アムステルダム 17:45 by JL-411｝ 

フリータウン

9 8月27日 日 
• 移動 ｛東京 12:45 → ア
ムステルダム 17:45 by 
JL-411｝ 

• 団内協議、資料整理 
• 宮本団員移動 ｛アムステルダム 09:10 → ブラッセル10:00 by KL-1723｝ 

｛ブラッセル 11:55 → フリータウン 16:40 by SN-245｝ 
フリータウン

10 8月28日 月 

• 移動 ｛アムステルダム 
07:00 →  ブラッセル 
07:55 by KL1721｝ 

• 移動 ｛ブラッセル 12:00 
→ フリータウン 16:50 by 
SN-207｝ 

• フリータウンの電力需給状況調査（NPA） 
• キングトム発電所現地調査、データ収集 
 -電気システム、機械システム 
• 土木建築業者との打合せ 

官：ｱﾑｽﾃﾙﾀ゙ ﾑ 
ｺﾝｻﾙ:ﾌﾘー ﾀｳﾝ 

11 8月29日 火 

• JICAシエラレオネフィールド事務所打合せ 
• 開発経済計画省（MODEP）表敬訪問 
• エネルギー電力省（MEP）、シエラレオネ電力公社
（NPA）表敬訪問 

• 世界銀行シエラレオネ事務所訪問、電力セクターへの
支援動向調査、発電・送配電整備の支援内容の確認 

（瀬戸、宮本、今井、近藤団員） 
• キングトム発電所現地調査・データ収集 
• 変電所、送電線現地調査 
• 土木建築業者情報収集 
 

フリータウン

12 8月30日 水 
• リージェント変電所建設予定地並びに33kV配電線ルート現地踏査 
• キングトム発電所訪問、現地調査 
• 関連施設データ収集 

フリータウン

13 8月31日 木 

• キングトム発電所-コンゴクロス-ウイルバーフォース変
電所間及びファルコンブリッジ-ブラックホールロード
変電所間１１ｋV地中配電線ルート現地踏査、各変電
所現地調査 

• 協議議事録の提出、説明 

（瀬戸、宮本、今井、近藤団員） 
• キングトム発電所現地調査・データ収集 
• 土木建設業者データ収集 
• NPAデータの収集 

フリータウン

14 9月1日 金 • 協議議事録の説明、説明 • NPAデータの収集 フリータウン

15 9月2日 土 
• 団内協議、資料整理、基本調査 
• 協議議事録の修正 

フリータウン
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調  査  内  容 宿 泊 地

官ベース コンサルタント団員（八千代エンジニヤリング㈱） No. 月日 
曜

日 ＪＩＣＡ 
（林宏之） 

業務主任/西川光久､不二葦教治、瀬戸寛仁、今井進、宮本隆幸、近藤智則 
 

16 9月3日 日 
• 団内協議、資料整理 
• 協議議事録の修正 

フリータウン

17 9月4日 月 

• 協議議事録の調印 
• 林団員移動 {フリータウン 15:10→ アクラ 17：10 by 

B3 253} 
• 不二葦団員移動 {フリータウン 17:55→ ブラッセル

05:35+1 by SN-207} 

（瀬戸、宮本、今井、近藤団員） 
• キングトム発電所と市場調査 
• キングトム発電所-コンゴクロス変電所間１１ｋV配電
線ルート現地踏査 

• 基本設計データ収集 

官：アクラ 
ｺﾝｻﾙ:ﾌﾘー ﾀｳﾝ 

18 9月5日 火 

• 在ガーナEOJ、JICA事務
所へ報告 

• 移動 {アクラ 21:10 → 
アムステルダム 06:00+1 
by KL-590} 

• 測量・ボーリング状況確認 
• 配電関係データ収集 
• 発電所、配電システムのデータ解析 
• 不二葦団員移動 {ブラッセル 07:55→ アムステルダム 08:55 by KL1728}、{アムステ
ルダム 20:15→ 東京 14:30+1 by JL-412} 

官：機中泊 
ｺﾝｻﾙ:ﾌﾘー ﾀｳﾝ 

19 9月6日 水 

• アムステルダム着 ［06:00 
by KL-590］ 

• 移動 {アムステルダム 
20:15 → 東京 14:30+1 
by JL-412} 

• キングトム発電所発電実績、運転維持管理状況調査 
• 測量・試掘・ボーリングの進捗確認 
• リージェント変電所用地所有者につきNPAとの協議 
• 道路公社訪問、線路占有率、工事条件確認 （瀬戸、宮本、近藤団員） 
• 不二葦団員東京着［14:30 by Jl-412］ 

官：機中泊 
ｺﾝｻﾙ:ﾌﾘー ﾀｳﾝ 

20 9月7日 木 • 東京着 ［14:30 byJL-412］ 

• キングトム発電所発電実績、運転維持管理状況調査 
• 測量・試掘・ボーリングの進捗確認 
• コンゴクロス変電所-ウイルバーフォース変電所-リージェント変電所-Water Reservoir 

Station間配電線ルート詳細調査 

フリータウン

21 9月8日 金  

• ブンブナPJ室訪問、PJ進捗状況確認 
• イースタンポリス、アフリカナス、ロポティ、リバーサイド、スプール、ラムリー

2j次変電所状況調査 
• 輸送インフラ現地調査 

フリータウン

22 9月9日 土  
• フィールドレポートの作成 
• 団内協議 

フリータウン

23 9月10日 日  
• フィールドレポートの作成 
• 団内協議 

フリータウン

24 9月11日 月  

• フィールドレポート（ドラフト）の提出 
• 土地、国土開発、環境省、NPAに同行し、リージェント変電所建設予定地詳細調査
• 補足資料・データの収集 
• 測量調査データ解析 

フリータウン

25 9月12日 火  
• フィールドレポートの説明・協議 
• 補足資料・データの収集 

フリータウン

26 9月13日 水  
• フィールドレポートの説明・協議 
• 補足資料・データの収集 

フリータウン

27 9月14日 木  
• フィールドレポートの説明・協議 
• 補足資料・データの収集 
• 瀬戸団員移動 {フリータウン 21:00→ ブラッセル 05:20+1 by SN-239} 

瀬戸：機中泊 
その他団員： 
フリータウン

28 9月15日 金  

• NPAからフィールドレポートの承認取得 
• 輸送インフラ現地調査（港湾） 
• 補足資料・データの収集 
• 瀬戸団員移動 {ブラッセル 07:55→ アムステルダム 08:55 by KL-1728} 

{アムステルダム 20:15→ 東京 14:30+1 by JL-412} 

瀬戸：機中泊 
その他団員： 
フリータウン

29 9月16日 土  
• 団内協議 
• 瀬戸団員東京着［14:30 by Jl-412］ 

フリータウン

30 9月17日 日  • 団内協議 フリータウン

31 9月18日 月  
• 補足資料データの収集 
• JICAシエラレオネフィールド事務所へ報告 

フリータウン

32 9月19日 火  
• 補足資料・データの収集 
• 西川、今井、宮本、近藤団員移動 {フリータウン 18:10 → アクラ 20:30 by KQ-511}

アクラ 

33 9月20日 水  
• 在ガーナ日本国大使館、JICAガーナ事務所へ報告 
• 西川、今井、宮本、近藤団員移動 {アクラ 21:10 → アムステルダム 06:00+1 by 

KL-590} 
機中泊 
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調  査  内  容 宿 泊 地

官ベース コンサルタント団員（八千代エンジニヤリング㈱） No. 月日 
曜

日 ＪＩＣＡ 
（林宏之） 

業務主任/西川光久､不二葦教治、瀬戸寛仁、今井進、宮本隆幸、近藤智則 
 

34 9月21日 木  
• アムステルダム着［06:00 by KL-590］ 
• 西川、今井、宮本、近藤団員移動 {アムステルダム 20:15 → 東京 14:30+1 by JL-412}

機中泊 

35 9月22日 金  • 西川、今井、宮本、近藤団員東京着［14:30 byJL-412］  

 

2．基本設計概要説明調査 
調  査  内  容 宿 泊 地

官ベース コンサルタント団員（八千代エンジニヤリング㈱） No. 月日 
曜

日 ＪＩＣＡ 
（熊谷真人） 

西川光久､不二葦教治 
 

1 2月24日 土 • 移動｛東京 13:30 → アムステルダム 17:35 by JL-411｝ ｱﾑｽﾃﾙﾀ゙ ﾑ 

2 2月25日 日 
• 移動｛アムステルダム 09:20→ ブリュッセル 10:10 by KL-1723｝ 
• 移動｛ブリュッセル 12:20 → フリータウン 18:05 by SN-245｝ 

フリータウン

3 2月26日 月 

• JICAシエラレオネフィールド事務所表敬訪問及び基本設計概要書の提出、説明・協議 
• エネルギー電力省（MEP）、シエラレオネ電力公社（NPA）敬訪問及び基本設計概要書の提出・説明・協議 
• キングトム発電所現地調査 
• 送配電設備現地調査 

フリータウン

４ 2月27日 火 
• MEP、NPAとの基本設計概要書に係る協議 
• 世界銀行シエラレオネ事務所訪問、世銀支援の発電・送配電設備改修・整備の進捗状況確認 

フリータウン

5 2月28日 水 • MEP、NPAとの機材仕様書（案）に係る説明・協議 フリータウン

６ 3月1日 木 
• MEP、NPAと協議議事録の説明・協議 
• 協議議事録の調印 

フリータウン

７ 3月2日 金 
• JICAシエラレオネフィールド事務所へ報告 
• 移動 {フリータウン 18:10 → アクラ 20:30 by KQ-511} 

アクラ 

8 3月3日 土 • 団内協議 アクラ 
9 3月4日 日 • データ整理 アクラ 

10 3月5日 月 
• JICAガーナ事務所へ報告 
• 移動 {アクラ 22:15 → アムステルダム 06:00+1 by KL-590} 

機中泊 

11 3月6日 火 
• アムステルダム着［06:00 by KL-590］ 
• 移動 {アムステルダム 20:15 → 東京 15:50+1 by JL-412} 

機中泊 

12 3月7日 水 • 東京着［15:50 byJL-412］  
［備考］JICA：Japan International Cooperation Agency 
    MEP：Ministry of Energy and Power 
    NPA：National Power Authority 
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3． 相手国関係者リスト 

 所属及び氏名 職位 

シエラレオネ国政府 (The Government of Sierra Leone) 
Alhaji Dr. Ahmad Tejan Kabbah President 
 

開発経済計画省 (Ministry of Development and Economic Planning: MODEP) 
Mr. Ibrahim Mohamed Sesay Deputy Minister 
Ms. Konah C. Koroma Development secretary 
 

エネルギー電力省 (Ministry of Energy and Power: MEP) 
Mr. Lloyd Ado During Minister 
Mr. Francis Bockarie Permanent Secretary 
Dr. Shem-Gbay Swaray Director, National Energy and Water Policy, Planning and 

Coordination Unit 
Mr. Michael A. Conteh Program Officer, Power 
 

シエラレオネ電力公社 (National Power Authority: NPA) 
Alhaji Ing. Foday Mannah General Manager 
Mr. Mahmood B. G. Timbo Acting General Manager (基本設計調査時) 
 Technical Director / Engineering Head （基本設計概要説明調査時） 
Mr. Patrick Tarawalli Deputy General Manager 
Mr. Denis J. S. Garvie Acting Deputy General Manager (基本設計調査時) 
Mr. Abdul P. Y. Kamara System Planning Manager 
Mr. Emmanuel Caram Internal Auditor 
Mr. Cecil French Senior Planning Engineer 
Mr. Hassan Barrie Generation Manager, Kingtom Power Station 
Mr. Rolf Achmus Generation Manager, Kingtom Power Station 
Mr. John Dumbuya Senior Electrical Engineer, Kingtom Power Station 
Mr. Solomon Gbassay Musa Mechanical Engineer, Kingtom Power Station 
Mr. Yembeh Michael A. Mansaray T & D Manager, Western Area 
Mr. A. Timbo Electrical Engineer  
Mr. John Yamsie Taylor Drawing Officer 
 

土地・国土計画・環境省 (Ministry of Land, Country Planning and Environment) 
Mr. Alfred Robson Sebay Minister 
Mr. Syril Jusu Director of Environment 
Mr. Daniel Allie Assistant Town Planning officer 

シエラレオネ道路公社 (Sierra Leone Roads Authority) 
Mr. El-Hadj I.M. Kebbay Director-General 
Mr. John M. Swaray Chief Engineer & Head ,RIMPU 
Mr. Peter Sone Kome Engineer RIMPU 
 

シエラレオネ港湾公社 (Sierra Leone Ports Authority) 
Mr. Nestor P. Gallry General Manager 
Mr. Morray Mix-Sayed Jusu Public Relations Officer 
 

気象局 (Meteorological Department) 
Mr. Denis Pombi Lansana Director 
 

在ガーナ日本国大使館 
中村 温 参事官 
坂口 健 書記官 



 

A-3-2 

JICAシエラレオネフィールド事務所 
久下 勝也 職員 
金田 めぐみ 企画調査員 
小竹 明夫 専門家 
井本 直歩子 プログラムオフィサー 
 

JICAガーナ事務所 
村上 博  所長 
熊谷 真人 次長 
奥本 将勝    職員 
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